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○議長（山口憲一郎議員） 

皆様おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第１、これから一般質問を行います。通告順に発言を許します。 

質問並びに答弁は、会議規則第５４条第１項の規定を遵守し、簡明にお願いします。 

なお、通告外に渡っての発言はできないことを申し添えます。 

通告順１、岩永政則議員の①乗合タクシーについて。②長与町議会議員選挙の無投票

当選結果と今後の考え方についての質問を同時に許します。 

１０番岩永政則議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

皆さんおはようございます。元号が変わりました。令和元年第２回長与町議会定例会

においての最初の質問でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

早速質問申し上げますが、第１点目の乗合タクシーについてであります。私は平成３

０年３月の定例会におきまして本件につきまして質問をし、１年２か月が経過したとこ

ろでございます。この時期は試行運行の前で最終の準備の時期であったと思います。し

たがって地域公共交通会議のメンバー、開催状況、その内容、運営面、試行運行の時期

等について質問してきたところでございます。今回は試行運行開始以降３月まで９か月

間が経過をしているこの時期に、試行運行全般についての質問をします。 

１つ目は、当初の試行運行は昨年６月２５日から１２月２１日までで、運行日は月、

水、金の週３日。１日３往復６便であったと思います。運行地区の中尾団地地区では停

留所は１３か所、道の尾団地、自由ヶ丘団地では９か所、運賃は１人１回大人２００円、

子供が１００円で運行してきたものと思います。そこで質問をいたしますが、それぞれ

の地区別に、この間の総利用者数、月別利用者数、１日平均利用者数、１便当たり利用

者数はどのようになっているかお尋ねをいたします。 

２点目、乗合タクシーについての予算措置は、先程申し上げましたように基本的には

当初予算で１３節委託料、乗合タクシー運行委託料として１７１万６,０００円でござ

いました。これで運行は終了するものと思っていたところ、これが平成３１年１月４日

から２月２８日まで延期をされてまいりました。そこで質問いたしますが、１つ目は、

どのような理由から延長することになったのかお尋ねをいたします。２つ目には、延長

のための委託料はどのように捻出をされたのかお尋ねをいたします。３つ目が、延長の

意図することが成果として得られたのかどうか、お尋ねをいたします。 

３点目、平成３１年度当初予算では乗合タクシー運行委託料は５９万１,０００円で

ございます。これは６か月間の試行運行延長の予算と聞いております。そこで質問いた

しますが、１つには６か月が過ぎたあと、さらなる試行運行を行うのか、どのように対

応をしようとするのか、お考えをいただきたいと思います。２つには、１便での利用者

が一定基準を満たさなければ、本運行は断念せざるを得ないのではないかというふうに

私は思っておりますが、どうなのかお尋ねをいたします。３つには、試行運行から本運



行に移行する、あるいは断念するなど、その基準をどのように考えておられるのか。４

つには、両地区の関係者には今後の対応としてどのような説明をしておられるのか、お

尋ねをいたしたいと思います。 

次に大きい２つ目でございますが、長与町議会議員選挙の無投票当選の結果と今後の

考え方についてであります。平成３１年４月１６日長与町議会議員選挙が執行されまし

た。定数１６人に対して受付当初の立候補者は１７人であったと聞いておりました。定

数を超えたことは大変嬉しく私は思っておりました。最終的な結果を聞いたのは、当日

の１５時１５分頃選挙事務所に帰ってきたときでありました。無投票当選おめでとうご

ざいますと言う関係者の言葉を耳にいたしました。さすがに現実の状況を聞いたときは

驚きを思ったところでございます。本町では８年前も無投票当選でございました。その

後、議員定数の見直しの運動が起こり平成２４年１０月１５日に長与町長吉田愼一氏か

ら現行２０人を１６人に改める条例改正案が提案され、賛成１１人、反対７人の賛成多

数で可決をされたのでございます。全国的に町村議会議員のなり手不足等から全国町村

議会議長会は、町村議会議員の報酬等のあり方検討委員会を設置し、去る３１年３月１

２日、最終報告を取りまとめられ、桜井会長にその報告書が提出をされているようでご

ざいます。その報告では、議員報酬の低さと議員定数の少なさが無投票当選に繋がると

分析されておるようでございます。そこで質問いたしますが、１点目、町長はこの近年

の長与町の無投票当選の無投票のこのような状況をどのように受けとめておられるのか

お尋ねをいたします。２点目、町長はこの無投票当選の原因は何にあると認識をされて

おられますか。３点目、平成２４年１０月１５日に現行定数２０人を１６人に改正する

条例改正案の提案を今日ではどのように評価をしておられますか。提案をされたわけで

すので、今の評価ですね。全国町村議会議長会の報告書で、議員報酬の低さと議員定数

の少なさが無投票当選に繋がるこの分析をどのようにお考えでしょうか、お尋ねをいた

します。５点目、この報告書の議員報酬条例の改正を見ると、全国では１３９町村が増

額し６４町村が減額という報告があってるようでございます。本町では８年間のうちに

２回も無投票でございました。このような町村は、全国であまり見受けられないという

ふうに思います。議員報酬のあるべき姿としては、私はせめて親子４人の標準所帯の生

活ができる程度の議員報酬であるべきじゃないかというふうに私は思ってるところでご

ざいます。現在議員報酬の月額は２５万８,０００円、手取り額は約２２万円前後であ

ろうというふうに思います。この現実を見て、町長はどのようにお考えでしょうか、お

尋ねをいたします。６点目、現実の直視と様々な角度から早急に実態を把握し、あるべ

き方向を見極めて早い時期に見直しを行う考えはありませんか。お尋ねをいたします。

最後に、昨年１２月の定例議会に議案第６９号長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例が提出され慎重審議の結果、否決をされました。提

案理由は特別職の国家公務員及び近隣、近隣というのは長崎、時津だろうと思います。

近隣自治体の議員の期末手当における状況を踏まえ、町議会議員の期末手当の支給割合



を改めるものでございました。まず理解されなかった理由として、１つには４月には本

町の議会議員も改選期の直前であったこと。２つには昨年、昨年というのは３０年です

ね。定例会でも同じことでありますが、従来から議会議員及び町長、副町長、教育長の

改正も４点セットで同時に提出をされてきたところでございます。それが今回に限って

は、町議会議員だけを提出したところに提出者の意図が不明な点となり、否決に至った

のでないかとこのように理解をいたします。近隣の時津町は４点セットで提案し、可決

されているところでございます。後ろを振り返ることも大切でありますが、一方では前

に向かってどのように前進していくかも貴重な重要なことであるというふうに思います。

このままこれが放置されることとなりますと、ますます近隣自治体との格差が広がり、

不均衡が促進されることとなるのでございます。従来どおり４点セットを以って６月定

例会に向けて、再度提案すべきであるというふうに思いますが、提案を含めて町長の考

えをお聞きをいたしたいと思います。以上、質問を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、先程岩永議員がおっしゃたように令和元年の初めての議会ということで、

その最初の質問者であります岩永議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

１番目１点目への試験運行の利用者数ということの御質問でございます。御案内のと

おり昨年度２つの地区におきまして、６か月間の定時定路線による試験運行を実施して

いたところでございます。利用状況でございますけれども、中尾団地地区が総利用者数

が２５３人、月別で申し上げますと６月が１２人、７月が６１人、８月が５９人、９月

が３５人、１０月３１人、１１月３５人、１２月２０人で、１か月間の平均利用者数は

４２.１７人でございました。１日の平均利用者数が３.２４人、１便当たりの利用者数

が０.５４人でございます。また、もう１つの道の尾、自由ヶ丘地域におきましては、

総利用者数は４３５名、月別では、６月が１５人、７月が６８人、８月が１０１人、９

月が７５人、１０月６２人、１１月７３人、１２月４１人でございました。１か月間の

平均利用者数が７２.５人、１日の平均利用者数は５.５８人、１便当たりの利用者数が

０.９３人となっております。 

次に２点目の運行期間の延長についてのお尋ねでございますけれども、御指摘のとお

り６か月間の定時定路線による試験運行後、期間を２か月間延長し、予約制による試験

運行を実施いたしました。定時定路線運行の利用状況から、そのままの運行形態では継

続が難しいと考えましたが、別の運行形態についての可能性も検証するために、地域公

共交通会議に諮りました上で、期間の延長を行ったものでございます。（ロ）運行委託

という質問でございます。１日６便の運行を４便に変更するとともに、予約があった場

合にのみ最短ルートで運行することとし、既定予算の範囲内で実施をいたしております。

（ハ）のその成果についての御質問でございます。当初は、運行形態が大きく変更にな



ったこともあり、以前よりも利用者数が減っておりましたが、後半には徐々に増加して

まいりました。また、効率的な運行を行ったことで町の負担も軽減されるなど、予約制

の運行による一定の効果が検証できたものと考えております。 

次に３点目の今年度の運行についてのお尋ねでございますが、４つの御質問について

併せてお答えをさせていただきます。昨年度、定時定路線による６か月間の試験運行に

加え、予約制による２か月間の試験運行を実施したところでございますが、この間、地

域公共交通会議におきまして、予約による運行の十分な検証を行うためには期間の延長

を検討すべきとの御意見がありました。これを受けまして、今年度６か月間の期間を設

定し予約制による運行を実施しておりますが、それ以降の運行につきましては、利用状

況を踏まえ、改めて地域公共交通会議の御意見を伺ってまいりたいと考えております。

その結果によりましては、議員おっしゃったように本運行を断念することも併せて検討

すべきと考えるところでございます。現時点では本運行に向けての目標といたしまして、

稼働率を５０％、１便当たりの平均乗車数を２名、これを基本としておりまして、財政

負担も考慮した上で決定をしていきたいと考えております。両地区におきましては、利

用状況によっては継続実施が困難であることをお伝えしておりまして、随時利用状況を

お示ししながら利用促進について御協力をいただいていきたいと考えております。 

続きまして、２番目１点目の本町の近年のこの議会議員選挙の無投票当選の結果でご

ざいますけども、どのように受け止めているかという御質問でございます。地方公共団

体におきましては、主要な意思決定を行う住民の代表者を選出する町議会議員選挙が、

このたびは無投票でありましたが、立候補は自由な意思の下に行われる必要がございま

すので、これを事実として受け止めております。今回と同じく平成２３年執行の町議会

議員選挙も無投票に終わりました。この時は翌年に議員定数の改正を求める住民請求が

ありましたので、議会にその旨を御提案申し上げ、御審議をいただいたところでござい

ます。当時の定数改正によりまして、２０名から１６名と少なくなった現在におきまし

ても、変わらず町政の監視役、意思決定機関としての役割を担い、さらには議会改革に

も取り組まれるなど、精力的に取り組んでいただいていると認識をしております。近年

では議員のなり手不足がささやかれておりますが、今後とも町議会におかれましては、

立候補者が絶えない魅力ある議会を追求され、住民の皆様の負託に答える議会運営に取

り組んでいただきたいと存じます。町としても引き続き選挙に対する意識の高揚に取り

組んでまいりたいとそのように考えております。 

次に、２点目の無投票当選の原因はどこにあるかという質問でございます。立候補す

るに当たりましては、町政に対する思いや御家族の理解など立候補者は様々な理由、事

情を抱えながら御決断されたことと推測をいたします。結果として無投票になりました

けれども、新たに３名の方の議員が誕生をしておるところでございます。 

次に、３点目の平成２４年１０月１５日に現行定数２０人を１６人に改める条例改正

案の提案を、今日ではどのように評価しておるかという質問でございます。平成２４年



の議員定数を改める条例改正案につきましては、地方自治法に規定される住民請求に基

づきまして、住民の代表者が法定数の署名を集め御提案をいただいたものと認識をして

おります。提案は正当な手続きを踏まえて行われたものでございまして、住民自治の観

点から住民の意思を提案されたものでございます。それは民意を尊重し、真摯に受け止

めるべきものであったと考えております。これを受けまして、条例改正案を御提案した

ものでございますが、議会にはおかれましても慎重に御議論がなされた結果、民意を尊

重され、また反映された決議が行われたものであると、そのように認識しております。 

次に４点目の全国町村議長会の報告書にある議員報酬の低さと議員定数の少なさが無

投票当選に繋がるという分析をどのように見ているかという質問でございます。これは

全国町村議長会の報告書につきましては、私どもとしては真摯に受けとめておるところ

でございます。将来的に多くの方が立候補しやすく、活動しやすい環境を整え、今後の

議会の存続と運営につきましても、危機意識を持って分析されているんじゃないかなと、

そのように解釈をしております。 

次に５点目の報告書による議員報酬条例の改正状況、無投票、現在の議員報酬、この

現実をどのように見て評価してるのかという御質問でございます。議員の報酬等につき

ましては、各々自治体、議会ごとの状況や根拠、近隣の状況などを踏まえて報酬額が規

定をされておりまして、報告書でも５９４自治体は改正がなされておりません。議員報

酬の額には一定の根拠があるように考えております。しかしながら、議員のなり手不足

や議会活動の多様化といった近年の課題など検証すべきところも少なからず存在すると

そのように考えております。 

６点目の早急に実態を把握し、あるべき方向を見極めて、早い時期に見直しを行う考

えはないかという御質問でございます。この報酬額につきましては、議会におかれまし

ても特別委員会を設置され、協議を重ねられましたけれども、報酬額は現状維持とされ

ております。議会側におきまして協議がなされたき経緯、結果を踏まえますと、見直し

後、提案、議決に至るまで困難な状況にあるとも感じております。今般、全国町村議会

議長会におきまして、報酬の額をはじめ多くの議会活動につきまして、議会活動の定義、

活動の多様化、活動日数、議員のなり手不足など多くの要因を分析され見直すこととす

る趣旨となっておりところでございます。また、このほか取り巻く環境改善といたしま

して、手当制度の拡充など関連する点も国に対し要望されておりますので、これらの動

向を注視するとともに、慎重に進めていく必要があるんじゃないかと考えております。 

続きまして７点目の１２月定例議会で否決された長与町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例を６月定例会に向け再度提案すべきであると

思うが、提案を含め町長の考えはどうかという御質問でございます。昨年１２月定例議

会での議案提出の意図が不明であるとの御指摘でございますので、御説明を申し上げま

す。提案の時期が理解できないとのことですけれども、町議会議員改選の４か月ほど前

でございましたが、特別職の国家公務員並びに近隣自治体における改正と同様の時期に



提案したものでございますので、この点につきましては御理解を賜りたいと考えており

ます。２点目の三役の期末手当について提案しなかった理由といたしましては、平成２

８年度に行いました使用料、手数料の見直しや施設の集約等により町民に御負担をおか

けしたことに対しまして、その責を感じ上程を見送ることといたしました。このような

背景を理由としていたしまして、議員の期末手当にまで影響を及ぼすことができないと

判断したものでございます。議員報酬等に関する条例改正案の上程につきましては、人

事院勧告やその時々の状況を十分に踏まえまして、三役等の報酬等を含め判断をしてま

いりたいとそのように考えております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

それでは、順を追って質問をさせていただきたいと思いますが、過去、私の質問では

数字的なものは一切聞かないようにしてまいりました。できるだけ町長との政策論議を

したいということから過去１２年間そういう姿勢でまいりました。今回は少し数字を聞

かなければならない状況があるようでございますので、今回は御勘弁をいただきまして、

この場で数字をお聞かせをしていきたいというふうに考えておりますので、御了承いた

だきたいと。前に聞けばいいんじゃないということもあるかもしれませんけれども、順

を追って質問していきたいと思いますが、１つには乗合タクシーについてでありますけ

れども、６月から１２月までの利用者数は先程からの答弁で分かりましたけれども、経

緯については、まだこう分かっておりませんね。そういうことで中尾団地、道の尾地区

でそれぞれ収入と支出の額が分かるというふうに思います。この点については集計をさ

れているんじゃないかというふうに思いますので、この場で明らかにしていただきたい

ということでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

昨年度の両地区における試験運行の経費ということでございますが、事業者への支払

いについては、運行経費から運賃収入を除いた額ということになっておりますので、支

出がこの額でございますけれども、その内訳として御回答申し上げます。まず、中尾団

地地区でございますけれども、運行経費が７０万２,０００円でございます。運賃諸収

入相当額が５万６００円。町の負担額、イコール支出としましては６５万１,４００円

でございます。次に道の尾、自由ヶ丘団地地区ですけれども、運行経費が７０万４,１

８０円、運賃収入相当額が８万６,９００円、町負担額が６１万７,２８０円となってお

ります。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 



○１０番（岩永政則議員） 

合わせますと１２６万ぐらいの差額が町負担になろうというふうに思うんですね。こ

れが約９３６便じゃないかなというふうに思うんですけども、これを割りますと幾らに

なるか、１便当たり１,２００～１,３００円ぐらいになるんじゃないかなというふうに

思います。これを踏まえて次にまいりますけれども、１２月までは定まった時間に定ま

った経路、要するに定時ですよね。定まった時刻に運行したものを今年１月４日から２

月２８日までの試行は予約制に変更したという答弁がございました。この収入と支出は

同じように幾らになっておりますか。調べておりますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

同様に予約制について御回答申し上げます。中尾団地地区が運行経費７,５７０円、

運賃収入相当額３,２００円、町負担額が４,３７０円でございます。道の尾、自由ヶ丘

団地地区が運行経費２万３,０６０円、運賃収入相当額８,８００円、町負担額が１万４,

２６０円となっております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

これを逆算しますと１万８,６３０円が合計になるようでございますから１便で幾ら

ですかね、４００円前後、こういう状況にあるようでございます。順を追って確認をし

ながら先に進めていきたいと思いますけども、定時時の最初の運行の中尾団地の１便当

たりは先程言われましたかね、前から一般質問でも出ておりましたが０.５人、１便で

すね。半人ていう数字が出ておるわけですが、道の尾地区が０.９３ですかね、０.９人

と聞きました。両地区とも１便に１人にも達していないという現実がはっきり出てくる

わけでございます。したがいまして、試行運行ながらも１便当たり先程約１,３００円

ぐらいの経費が町が負担をしておるわけなんですね。これは要するに利用者が少ないた

めに、１便出すためには１,５００円か２,０００円の料金は変わらないわけですね。こ

れを誰が負担するか、利用者が３人、４人乗りますと町負担はどんどん減っていくわけ

です。ところが０.５人とか、０.９３人だから１,３００円もなるわけなんですね。そ

ういう現実にあるわけですけども、これらをどう評価されて今日までまいりましたか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

御指摘の定時定路線運行、これは乗客の有無に関わらず決まった時間に決まったルー

トを走行すると、いわば路線バスと同じような運行でございます。１か月の平均利用者

数も先程町長の答弁にもありましたが、中尾団地が約４２人、道の尾が約７２人と一定



の利用があるということはここで分かったわけでございます。その一方でほとんど利用

がされない時間帯ですね。こうしたものもございましたし、約半数の便が０人の乗車で

運行がされていたということで、１便当たりの利用者数というのは先程議員がおっしゃ

られたとおりでございます。一定の運行経費ですとか町の負担というのは発生をしてお

ります。が一方で試験運行としてこの地域のニーズといいますか、どれぐらいの需要が

あるかということが計れた、把握できたという点では一定妥当な運行形態ではなかった

のではないかというふうに評価をしております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

定時方式を予約制に変更した理由は先程町長がちょっと答弁されまして、会議にかけ

て一定継続をして予約制に変えて継続をするという、そういうことで行われたというこ

とで答弁がございましたけども、私はやっぱり担当にしてみると、今、担当課長が申し

上げましたけれども、非常に１便当たりの数字が０.５人とか０.９人とか、そういう数

字が躍ってしまいまして、何のための試行かということにもなりかねないわけですね。

他の例えば報道機関等から聞かれますと、大変な状況じゃないかというような批判も来

るわけでございまして、私は定時が悪いとか、あるいは予約制が悪いとかいう意味じゃ

ないんですね。そういういろんな様々な方式をもって試行していくということも、それ

は理解はいたすものの余りその数字の１便当たりの数字にこだわってこれを予約制にし

ますと、０.幾らっていうのはあり得ないわけなんですよ。１以上なんですね。例えば

吉田っていう、あるいは岩永という者が予約をしますから、それで１なんですよ。とこ

ろが定時の場合は、コンマの５とか、コンマの９３にならざるを得ないわけですね。だ

からそれを解消するために予約制に変更したんじゃないかという疑いを持たれる可能性

も私はあるんじゃないかと、そういう考えは無かったと、思いつきもしなかったという

ことを思われるかもしれませんが、第三者の我々から見ますと余りにも少ない乗降客数

だもんだから、コンマの幾らで大変だとこれは１以上にせないかんよという意図があっ

たんじゃないかなということも思うわけですけども、その点はどう答弁されますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

町の負担というのも１つの目安と言いますか、目的としてございますので、それを軽

減するためには、やはり１便に対して複数乗っていただくというのが良いのではないか

ということでございます。その指標として１便当たりという設定もしているところです。

予約制への変更につきましては、先程も申し上げましたけども、利用をされる時間帯、

なかなか利用されない時間がある。それと約半数の便が０人、要は空気を運んでるとい

うような状況にございました。そこで時間帯も便数も減便をいたしまして、２往復とい



うことで設定をしたところでございます。さらに予約制に変更することで、今まで決ま

ったルートを必ず回っていたというものが、予約があった所から目的地までの最短ルー

トで運行が可能になるということ。それと利用がある場合にのみ運行をするということ

においては、非常に効率的な運行になるのではないかということで、こういったことも

踏まえて地域公共交通会議の合意を得まして、試験運行を行ったところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

１月４日から２月２８日までの月別の乗降客数は、乗客数はどのようになっておりま

すか。中尾団地それから道の尾地区、１月、２月。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

まず、中尾団地地区でございますけれども、１月が７人、２月が９人でございます。

道の尾、自由ヶ丘団地地区においては、１月が１５人、２月が２９人でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

中尾団地は６月から１２月までの分につきましては、月からいきますと資料等を聞い

てみますと４２人、ひと月当たりですね。今聞きますと７人と９人ですから平均８人で

すね、月平均。予約制の定時の場合は４２人乗っておったものが、月平均にしますと８

人しか乗ってない。これはもう２か月分なんですね、今聞きました。ところが道の尾地

区の場合は定時の場合は７１人ぐらいおられたわけです。それが今、聞きますと４４人、

ですから月平均いきますと２２人なんですね。これだけ予約制にすると極端な減少があ

るわけなんです。そういう数字があるわけですけども、どうも私は予約制にする理由は、

先程、今課長が言った定時の利用が少ないとか、されなかったとか、半数以上はゼロ人

だったとか、そういうことを言われて予約制に変えたということを言われましたけども、

何を探ろうとして予約制にしたのかっていうのは、この数字から考えてみても非常に分

かりにくいというふうに思うんですが、いかがですか、簡単に。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

利用者の減少については、大きな運行形態の変更だったということもあって、地域に

は十分な周知に努めてきたところでございますけれども、なかなか定着までには至らな

かったのかなと、徐々に増加はしてきておるところです。この試験運行の目的としまし

ては、まずは交通が不便だと思われる地区について、住民の方々への支援というもので



ございます。ここに行政の関与で、一定新しい公共交通の導入ができないかというもの

を検証したいというのが目的でございます。そこには委託事業者、これはタクシー事業

者に運行をお願いしてますが、その事業者の協力ももちろん不可欠であります。現在タ

クシーについては車両の削減であったり、燃料コストなどの上昇、それから運転手不足、

今後のライドシェアの動向といった様々な課題がある中で、今あるドライバーですとか、

車両の資源を投入して御協力をいただいております。住民のニーズに応える運行、それ

を担っていただくタクシー事業者の可能性と言いますか、交流協力と言いますか、こう

いった両面で検証していきたいというのが、この試験運行の目的でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

そしたら、もう１つ数字上で聞かせていただきたいというふうに思うんですが、３１

年度、要するに今年度ですね、３１年は５月１３日から１１月１５日まで行いますとい

うことで、これも１月から２月２８日までと同様に運行形態は予約制で今年行うという

ことで予算も確保されてきたわけですね。既に５月１３日はもう過去になりましたね、

今６月ですから。もうこれは実施をしてきて、予約制で実行してこられたというふうに

思うんですが、この１３日から２８日までの利用客数は何人ずつ、それぞれ中尾と道の

尾でなっておるのか。日にち別に分かっておれば教えていただきたい。傍聴者もいらっ

しゃいますので、その現状を知っていただくと、いかがなものかという疑問もあるかも

しれません。２つ目には、再々度の試行運行は何を求めておるのか。再々度になるんで

すね、予約制。それとこれをいつまで続けていこうとするのか、先程町長の答弁では、

地元には困難であるというようなことも言っておるとか、あるいは断念も考えるとか、

考えざるを得ないとか、そういう発言もあったようでございますけども、その点を含め

てお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

本年度の試験運行の利用状況でございます。今年度は中尾団地地区が火、木、土、道

の尾、自由ヶ丘団地地区が月、水、金ということで運行を行っております。５月１３日

からの運行でございますけれども地区ごとに申し上げます。中尾団地地区が５月１４日

火曜日から１４日が０人、１６日も０人、１８日が２人、２１日が１人、２３日が０人、

２５日が０人、２８日が０人でございます。一方の道の尾でございますけれども、５月

１３日月曜日からのスタートです。１３日が５人、１５日が３人、１７日が３人、２０

日が１人、２２日が５人、２４日が３人、２７日が４人、以上でございます。今年度の

運行につきましては、昨年度２か月間行った際に運行時間の２時間前までに予約をいた

だくということで運行しておりました。これについては、なかなかスケジュールが立て



づらいというふうな声もお聞きしておりますので、１時間前までの予約ということと、

運行が決まってれば直前であっても乗車いただけるような仕組みで運行を行っていると

ころです。また、御要望に応じて停留所の数も増やしながら運行を実施しております。

運行期間については国の制度との関連もございますので、地域公共交通会議に諮りまし

て、６か月間の運行を行っていくということで、今予定をしてるところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

今、中尾団地を計算しますと３人。１月４日から２月２８日までの間に中尾団地は３

名しか利用されてないということですね。これ町長どう考えられますか。町長これ知っ

ておられました今の数字は。実態を見て、これは大変な数字だなと私は感じたんですね、

今ね。町長どう考えられますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

議員がおっしゃるように確かに２地区でやっておるんですけども、ばらつきがありま

す。先程課長が答えましたように これはバス停よりも遠い所、バス停よりも高い山の

上とか、また狭隘な道路の中での交通弱者に対して、長与町この２地区が重点地区にな

っておりますのでやっておるわけでございますけども、その中で元々これをどうしてい

こうかというのが目的でやってるわけですので、いろんな形でどうやったら皆さん乗っ

ていただけるのかなとか、そういった地域の実情というのを検証していきたいというよ

うな形でやっておりますので、いろんな形での実験をやりながら、この会議の方にかけ

ながら地域公共交通会議の中でいろんな形で揉んでいただいて、元々は定時定路線だっ

たのが、それよりも予約制が良いんじゃないかなということで、これもまた試験的にや

っていこうということで来ております。長与町としては、まだまだこれにつきましては、

どういう結論に持っていけばいいのかということに対しましてのいろんな資料、材料と

いうのが欲しいというようなことでございますので、今そういった形で、いろんな形で

の試験をしながら、どういったものが１番良いのかというようなことを今検討している

最中であるというようなことでありますとともに、やはり今までやってきた中で、地域

によってのばらつきというのはあるなということの認識をしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

この乗合タクシーの運行にいたしましても、一般のバス事業者における運行にしまし

ても、そこに住む人たちの需要、こういうものを見込んで、そして利便性を高めるため

に運行をしていく。配車をして、それを利用していただいて初めて良い生活、快適な生



活もできる、利便性を高めていくというのが大きな目的であるわけですね。以前の質問

のときも指摘をしておりましたけれども、現在行っているこの乗合タクシーの試行運転

は、試行運行をすることが先行して、また目的化して、地区民との十分な話し合いの不

足等によって、今日においては乗降客数を確保することに四苦八苦している状況にある

のではないかと、このように私は分析をするわけです。これは本末転倒と言わざるを得

ないわけですね、目的からして。そういう指摘をいたしておきますので、今後、今町長

も言われるように、十分この数字を、敢えて一般質問で数字を、初めてです私の一般質

問でこういう尋ね方はですね。質問の仕方は初めてでございますけども、敢えて聞かし

ていただきましたので、この実態を十分所管だけじゃなくして、町長はじめ町全体のこ

ととして捉えて、いかなる方策を取っていくべきか、決断すべきときは、やっぱり決断

をすべきなんですね。どう決断すべきかは町長の考え方にも基づくものがあろうという

ふうに思いますので、その点は要望を是非しておきますので、十分検討を、町民の税金

であるわけですからその点は十分お考えをいただきたいというふう思うわけです。 

少し時間が経過をいたしておりますけども、２点目の町議会議員選挙の無投票の結果

と今後の考え方についてであるわけですけども、これはどうしても今回と前回の本町の

無投票当選は、報酬に大きく関連があるんじゃないかというふうに思う立場から再質問

については時間がございませんので、議員報酬だけに絞って質問をしたいと思うわけで

す。町長の給与の改定につきましては、振り返ってみますと平成８年に変更した後は一

切変更があってないわけですね。議員につきましては２年に１回改定をずっと過去して

まいりました。平成２年、４年、６年、８年、１２年、それぞれ改定をして以降は改定

があっていないというのが現実でございます。こういうことで県内の動向を考えてみま

すと、やっぱり人口、町はどうなのか、あるいは人口が少ない市はどうなのか、様々な

角度から検討していく必要があるわけでございますけども、１つは人口が長与町より少

ない五島、松浦、西海、壱岐、平戸、対馬、この６市の議長報酬と本町の議長報酬の比

較をして見ますと長与町が低い状況にございます。五島は４３万３,０００円、松浦が

４１万３,０００円、西海が３８万９,０００円、壱岐が３８万、平戸が４１万５,００

０円、対馬が３６万、これは２８年度の数字でございますけども、長与が低いというこ

とについては、町長どういうふうに感じられますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本総務部長。 

○総務部長（山本昭彦君） 

今、議長報酬の件で質問がございましたけども、町村の議長との割合といいますか、

市長または町長の給料に対する割合ということで一定割合が示されております。この関

係で市におきましては大体５０％近く、町村におきましては４０％という形になってお

るところでございます。これを踏まえまして、今の市町村議会の議長なり、議員の報酬

の方が定められているところでございますので、今のところは、そういうことで決めら



れてるということで認識をしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

これは何年か前、もう７、８年ぐらい前に葉山町長とこの場でやり合いましたけども、

感情的にならずに聞いていただきたい。現実を私申し上げますので。先程言いました長

与町より人口の少ない県内の、議員は少ないんですよね、今申し上げましたように少な

いわけ。ところが６市の市長の給与と長与町長の給与の比較をいたしますと、長与町の

町長の給与が８５万７,０００円で、他の６市の市長よりは高いわけです。これは現実

です。吉田町長が悪いとは私は言わないわけです。現実はあるということをですね。こ

れは五島が８０万９,０００円、松浦が８０万、対馬が８０万、壱岐が８０万、五島が

７８万９,０００円、西海が８３万７,０００円、これも２８年ですね。町長が高くて良

いのか、あるいは悪いのか、よく私も分からないんですけども、議員は低くて町長は市

長よりはだいぶ高いわけです。これですね、どのように、町長のお考えを聞きたいとい

うふうに思いますけども、現実がそうでございますので町長の感想をお聞かせください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

今、総務部長の方から回答ありましたように、比較っていうのが単純なものでもない

と思うんですね。単町の中で、また単市の中で、町長、議長、議員、職員、そういった

相関関係の中でこういった給与体系が決まってくるものでございまして、単純に人口の

少ない市と町の関係での町長、また議員、市長、市議会議員という、そういう割り切り

方でなくて、いろんな形がやっぱり絡みあって、今までの歴史の中で議員報酬というの

も決まってきたし、町長、市長の給与というのも決まってきたものと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

少し生々しい数字になってしまいまして申し訳なかったんですが、山梨大学の江藤先

生の考えを参考にするわけなんですけども、町長も議員もこれはもう公職者であると選

挙に基づいてですね。給与はやっぱり民間の給与に連動しておるわけですけども、首長

の給与を参考にして議員報酬を定めていくのが１番良いんだということから、このパー

セントの問題が出てくるわけなんですけども、現在４０％ぐらいになってるわけです。

６市だけを私申し上げますけど、６市の市長よりはうちの町長が給与が高いから敢えて

私は申し上げるんですね。低ければ何ら対応する必要ないわけですね。町村でいけばい

いわけ。この６市の市長の給与よりはうちの町の町長が金額は上であるという現実を見

たときに、この６市の議長報酬は町長の約平均しますと５０％なんですよ。ほとんど５



０％、４５～６％もあれば、平均しますと５０％になってるわけなんです。したがって、

町長が市長よりは高い現実があるわけですから、先程の総務部長の考えもよく分かりま

すけどね。現実の町長の給与に対して市であろうが町であろうが、何ら自治体は変わり

ないわけなんです。そういう視点からいけば、やっぱり町長の８５万７,０００円の５

０％までには、平均までには持っていっても決して高くない。町長が高いわけですから。

だから町長の５０％までには議長報酬を持っていくべきだという考え方でいろいろ我々

過去にも議論してまいりましたけれども、このアンバランスを早く解消すべきだという

ふうに思います。最後に町長のお考えをいただきたい。是非、改正の方向で是非検討い

ただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

議員御指摘のとおり、この件につきまして議員皆さん方の中で特別委員会を作ってい

ただいて御審議もいただいた経緯もございます。また、議員の報酬を決める報酬審議会

というのもございます。そういった中で御議論いただくということも今後必要なのかな

というふうに考えております。これにつきましては、いろんな考え方、見方というもの

ございますでしょうし、今後、検討していく課題なのかなというふうに考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

是非検討していただきまして、議員からの提案も可能なんですね。これはもう自治法

上も、あるいは基本条例上もありますけども、やっぱり姿としては、町長が現実をよく

見てどうあるべきか、その辺りを十分検討していただきまして、大所高所からの判断を

して審議会等を経た方が１番良いのじゃないかというふうにも私は思います。議員発議

で出来ることは出来るわけですから、あることはあるんですが、姿としてはそちらの方

が良いのかなという感じはしますので、是非そういう方向で改正をしていくような方向

で是非御努力をいただきたいということを要望しまして終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで岩永政則議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１０時４５分まで休憩いたします。 

  （休憩 １０時３１分～１０時４５分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順２、浦川圭一議員の①

総合計画の計画実行、実施の検証について。②開発負担金等の適正な徴収について。③

町道後川内中央線の横断歩道及び停止線の表示についての質問を同時に許します。 



４番、浦川圭一議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

それでは、岩永議員に引き続き、この新しい令和に入りまして２番目の質問をさせて

いただきます。私も１番目を目指しましたが、議長に委任した抽選で負けてしまいまし

たので、２番目となっております。 

それでは、質問いたします。総合計画の計画実行実施の検証について。広報ながよ４

月号において、総合計画について実効性のある事務事業評価及び施策評価を実施し、こ

れまでの成果の検証を行うとしておりますが、施策４２項目について取り組むとしたも

ののうち、実行実施されなかったものの検証及び事後評価も行うべきと考えるが、どう

でしょうか、伺います。２点目、開発負担金の適正な徴収について。開発指導要綱に基

づく開発行為に係る負担金、協力金等の徴収については、法的妥当性のもと、条例でそ

の徴収について定めた上で納入を求めるべきだと考えておりますが、この実態はどうな

のか伺います。３点目、町道後川内中央線の横断歩道及び停止線の表示について。町道

後川内中央線、延長５５７メートル中に４本の横断歩道が設置をされております。終点

部に当たるシーボルト校正門前Ｔ字交差点の横断歩道については、止まれ表示が無い停

止線がセットされた表示となっているが、起点部のもみじ公園横のＴ字交差点の横断歩

道前後には、手前の左右の見通しができない位置に止まれ表示がされた停止線、その先

に横断歩道、その先のより交差点に近い位置の左右の見通しができる位置に破線の停止

線が表示されているが、次について質問をいたします。この見通しの利かない位置で規

制を掛けて、車を停止させる必要性を伺います。２点目、横断歩道をより交差点側に表

示することで、シーボルト校正門前と同様の表示ができると思いますが、より安全で車

の運行、歩行者の進行の妨げにならないような統一した表示にはできないか伺います。

３点目、警察庁交通局長の通達の中に停止線を設置する位置の記述があり、車両が停止

する位置を示す必要がある場所として、Ｔ字路の交差点が図示され、注釈により、交差

する道路の状況がよく視認することができ、かつその道路の交通を妨げない位置に設置

するものとすると記されております。本交差点での適用にはならないのかお伺いいたし

ます。４点目、町内の信号機が設置されていないＴ字交差点において、もみじ公園横と

同様の表示がされた横断歩道は何箇所あるかお伺いをいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、抽選で負けて、令和２番目の質問者となりました浦川議員の質問にお答え

させていただきます。１番目の総合計画の計画実行、実施の検証という御質問でござい

ます。私は、本年３月の定例会におきまして施政方針といたしまして、今後の町政運営

に対する所信の一端を申し上げたところでございます。そのうちの一つが、総合計画の

進行管理でございます。本町におきましては、計画に基づく将来ビジョンを実現し、人



に優しい持続可能で成熟した地域社会をつくるため、計画に掲げた４２の施策の推進に

全力で取り組んでいるところでございます。今年度は計画の策定から４年目を迎え、最

終年度に向けた進行管理と、次期計画の検討段階に入ることから、実効性のある評価を

行うとともに、成果の検証を行ってまいりたいと考えております。計画の推進に当たり

ましては、これまでも立案、実行、結果の評価、それを踏まえた改善といった、いわゆ

るＰＤＣＡサイクルを構築をいたしまして、その一環として、事務事業及び施策の評価

を行ってきたところでございます。事務事業評価につきましては、施策を達成するため

の具体的な手段としての評価を行っておりまして、事業の妥当性、有効性、効率性の観

点及び活動指標等から、成果や問題点などを整理し、コスト投入も含めた今後の事業の

あり方を評価しているところでございます。さらに、施策評価といたしましては、基本

構想を実現するための方策といたしまして、事務事業評価の結果を踏まえ、これまでの

取組状況や数値目標の達成度などから、進捗状況の評価を行っているところであります。

平成２９年度末における施策評価の結果といたしましては、計画どおりに進んでいるも

のが２８施策、これは全体の６６.７％、おおむね計画どおりに済まれているのが１３

施策で３１％、やや遅れているという施策は１つで、これが２.４％でございました。

また、数値目標の達成度という点では、目標値を達成したものが全体の３４.１％、基

準値より上昇したものが２８.４％、基準値と同水準が１７％、基準値より下落したも

のが１３.６％という数字が出ております。評価につきましては、年度終了後に事後評

価として実施をしており、その結果につきましては、総合開発審議会におきまして報告

するとともに、ＰＤＣＡサイクルにより検証し、その後の改善につなげるよう努めてい

るところでございます。内容によっては、事業効果が現れにくいものもございますが、

取組が遅れているとされたものにつきましては、特に改善に向けまして、注力をしてま

いりたいと考えております。 

次に２点目の開発負担金等の適正な徴収という御質問でございます。以前、長与町が

急激な人口増や都市化に対応するため、開発行為や一定規模以上の建築行為におきまし

て、良好な都市環境を備えたまちづくりを図るために、長与町開発行為等指導要綱のも

と、負担金もしくは協力金をお願いをしておりました。現在は上下水道施設の整備につ

きまして、施設の管理や増設などに対応し、健全な経営を維持するため、負担金のお願

いをしておるところでございます。それ以外の施設整備につきましては、各種インフラ

等がある程度整備されてきましたことや、大規模な人口増加が難しい現状を踏まえまし

て、開発時に事業者と協議の上、区域内の道路や公園等の整備以外の費用負担等は求め

ていないところでございます。今後は、長与町開発指導要綱の見直しを行いまして、現

代の時代に合った要綱となるよう整備をしていきたいと、そのように考えております。 

続きまして３番目の後川内中央線のことでございますけれども、見通しの利かない位

置での車を停止させる必要性についてという御質問でございます。横断歩道及び一時停

止の交通規制につきましては、道路交通法に基づきまして、公安委員会が設置している



ものと理解をしております。御指摘の停止線につきましては、警察と協議を行い、回答

をいただきましたところ、同所は見通しが悪い上に横断歩道が設置されているために、

車両が横断歩道に差し掛かる手前の現在の位置で一時停止させることで、横断歩道上及

び交差点進入時における交通事故防止を図っているということでございました。次に２

点目の横断歩道をより交差点側に表示することで、より安全で車の運行、歩行者の運行

の妨げにならないような統一した表示にできないかという御質問でございます。町道後

川内中央線の終点となるシーボルト大学側につきましては、車道幅員が８.２メートル

から８.５メートルの起点となります。それに対しまして、もみじ公園側交差点につき

ましては５.４メートルから５.８メートルと車道幅員が狭く、道路形状や交通実態等を

踏まえて、現在の状況となっておるところでございます。次に３番目の警察庁交通局長

の通達の注釈により、本交差点での適用にならないのかという御質問でございます。交

差点につきましては、横断歩道の設置の有無など形状はさまざまであることから、全て

におきまして一律に注釈どおりの設置はできるものではございません。場所によっては

危険防止の一層の徹底を図るため、交差点の側端よりさらに手前の位置に停止線を設置

している所もあると、そういう回答でございました。なお、本交差点につきましては、

交差点に横断歩道が設置されていることから、現在の位置に一時停止の停止線を設置し

ていると、そのように伺っております。最後に４点目の町内の信号機が設置されていな

い交差点において同様の表示がされた横断歩道は何箇所あるかという御質問でございま

す。横断歩道につきましては公安委員会による設置となっているところでございまして、

同様の表示箇所数については現在のところ把握はできておりません。町内の横断歩道数

は３００か所、一時停止規制箇所は１２１か所との回答を得ております。現在、所管に

おきまして、現地確認作業を行っているところでございます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

それでは、再質問をさせていただきます。まず１点目ですが、私が勘違いをしていた

のかもしれませんが、総合計画については最終年度に向け、実効性のある事務事業評価

及び施策評価を実施するということが書かれてあったわけですね。なので、これを見て

ちょっと質問を書いたんですか、あくまで私は、この計画書がありますように、これは

後期の計画で５年分なんですが、これに前期分があって１０年分で、この最終年度を控

えということで、この１０年分の計画について、できたのかできてなかったのか、そこ

の評価を１年間前で見込みも含めながらやっていくのかというような、私なりにそうい

う感覚でいたものですから、こういう質問をさせていただいたんですが、どうも答弁を

聞きますと、毎年年度ごとに評価をやられているということで、計画は１０年分ですよ

ね。前期後期分かれて５年５年ですが。この全体の計画に対するこの評価というのは、

こういうものは作られないんですか。どうなんでしょうか。 



○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

議員御指摘のとおり、毎年基本計画の内容について、施策評価又は事務事業評価とい

う形で行っておりますが、２年後から新しい計画の策定手続きに入るということで、さ

らなる検証を行っていきたいという趣旨でございます。今年度につきましてはですね。

その中で１０年間というのは基本構想になると思いますが、基本構想については理念で

すとか、人口規模想定ですとか、そういった概念というものでございますので、それに

関する検証というよりも、冒頭申し上げた基本計画の中の施策について検証を行ってい

きたいということでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

基本計画、これは一般にも示されていて、内容についても興味があられる方は十分見

ることもできますし、内容については理解をされていると思うんですが、今言われたよ

うに単年度ごとに評価をされるということになりますと、私、以前一般質問でちょっと

質問したことがあるんですか、計画の構成されております基本構想、基本計画、実施計

画ですが、この実施計画については公表してないんだということを、しないんだという

ことを言われてると思うんですよね。だから、こういうものがあれば、今年こういう予

定で、こういう計画を実行していく予定であったんだと。それについて、今言われてる

評価が、こういう評価でできたんだ、できてないんだというような、合わせて見ること

ができれば分かりやすいのかもしれませんけども、我々にしてみれば、今年何をやるか

分からない中で評価だけが出てきますと、非常に分かりにくいというような感じかして

るんですが、そういう中で、今回の趣旨は、この事務事業評価や施策評価ということで、

実際取り組んだものについての評価だと思うんですね。この計画書の中に示しておられ

る４２施策のそのあとに主な取組というのを示されていると思うんですが、その主な取

組について、実際、できてないものもあるんじゃないかなというふうな感じがしている

んですね。だからそのことについても、どういう理由でできなかったのかと、こういう

理由で取り組まなかったとか、そういう評価をしていただきたいなと、そういう思いが

あって今回質問をさせていただいたんですが、取り組んでないというものは無いんです

かね。非常に分かりにくい表現のものもあるわけですね。例えば市街地の整備の中なん

ですが、高齢者向け住宅環境の整備に向けた研究で、研究はされたと思うんですよ。実

際、研究した結果、何かされてれば評価に上がってくるんでしょうけど、されてないな

ら何も上がってこないのかなという、そういう心配をしたものですから。ほかの例えば

地域交通の充実とかでも、分かりやすいのが関係機関に働きかけるとしたもので、列車

の増便増結の要請ということで、要請をされたということは以前一般質問の中で聞いて



います。だから要請はされたんでしょう、恐らくですね。要請をされて増便増結は恐ら

くできてないんじゃないかなと思うんですね。だから計画上は、要請をしたから計画は

達成したんだという考えであれば、その計画は達成なんでしょうけど、実際、住民が気

になるのは、やった先の結果だと思うんですね。だからここら辺も含めて、同じように

整備を検討するとして駅周辺のパークアンドライド駐車場、駐輪場の整備ということも

書かれています。これも検討はされたと思うんですよ。その結果、この物が出来ていな

いわけですから出来なかったんだと、何で出来なかったんだということまで含めて、町

民に知らしていただいて、この本と見比べで、これをするとしていると、こういうふう

にできている、こういうのはこういう理由でできてないんだという、それを分かりすい

ような表現を出していただけないかなという思いがあるんですが、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

施策評価につきましては、毎年評価をしていますが、それまでの年数の積み上げとい

うことで、現状どうなってるかという評価をしております。その中で、御指摘のように

細かい取組事業ベースで見ると、一定進んでないように見えるものあるという御指摘か

と思います。社会情勢の変化ですとか、外的要因、それから町だけの努力でなかなか解

決できないというものが、今御指摘の具体的な取組かと思います。これらの具体的な取

組については、確かに計画と対比できるような形での公表ではないんですが、計画全体

の進捗が分かるような形で整理したもの。それと細かい事業につきましては事務事業評

価という形で、どのように取り組んできたのか、どう改善をしてきたのか、今後どうす

るのかといったことをまとめて、一覧表で公表してるというところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

答弁の中で、その総合開発審議会に報告し、検証を行ったということで、今答弁あり

ましたが、もちろんこういうことも大事なんでしょうけども、町民がやっぱり分かりや

すいような示し方にしていただいた方が非常に助かるかなと思っております。それと、

ＰＤＣＡの答弁の中でも話が出てきましたけども、これは単年度のどういう見方をする

のか、私はあくまでも計画があって、この後期計画だけでも５年分ですね、５年分の計

画を立てて実行して、それについての評価、そして改善とかですね、そういう話かなと

思ってたんですが、この５年分の計画の中を単年度ごとでそれをやるとなると、非常に

難しくなり、分かりにくいのではないかと思うのですが、その辺りはどのように。後期

今度やって、それの評価改善まで出して、次の計画に備えるというような感じで思って

いたものですから、これを単年度ごとにまとめたところで、非常に分かりにくくなるの

ではないかと思っているのですが。いかがでしょうか。 



○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

事務事業の評価につきましては、毎年こういったことをやってきた、改善を行ってき

たというもの、それから、今後改善すべきものというものを評価して、次年度につなげ

てく、これを５年間繰り返すことになります。施策評価としては、その結果、施策がど

う進捗をしているのか、それから、その施策に紐づく目標値がどのように推移をしてき

たかというものによって、その５年間トータルでの施策の進捗というものを図っていき

たいというふうに考えております。それをもって次期計画、遅れているものについては

どうしていくのか、もしくは取組として努力はしているものの目標値の成果がなかなか

現れないもの、さらに改善すべきものがあるのではないかといった観点から、検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

分かりました。それでは２番目の質問に入らせていただきます。開発協力金、この質

問につきましては、まず今年度の当初予算で工場等設置奨励金予算という支出の予算が

計上されまして、可決をされたという状況であります。それで、この交付の条件等見ま

すと、かなり厳しいものがあって、ある程度規模が大きい企業とか、そういった方たち

じゃないと、なかなかこの制度の適用にならないというような感じを私なりに思ってお

りまして、到底個人事業主とかが行う事業には適用にならない。これは例えば条件とし

て、新しく建てた事業所の中で町内の方々を１０人以上継続的に雇用しなければならな

いとか、結構厳しい条件があるようでございますので、それについては、一定この条例

が整備されて、それに基づいて支出が行われているということで、そのことについてこ

こで異論を申すものではないんですが、今回の質問の趣旨であります開発負担金でござ

いますが、これは基本、開発事業者もしくは区画整理であれば区画整理の組合、こうい

ったところに負担を求めるものというのは理解をするんですが、実質誰が負担するかと

なりますと、結局そこの開発もしくは区画整理によって新たに造られた土地を購入して、

そこに家を建てて住もうと、こういう長与町の定住人口の拡大に、より貢献していこう

という人たちに最終的に負担が行くわけですよね。だから、一方で先程申しましたよう

な、大きい企業が優遇されるような制度がある一方、こういうものを今でもやっぱりと

っていくべきかなというふうな思いがありまして質問をさせていただきました。先程の

答弁の中に、急激な人口増や都市化に対応するために負担金もしくは協力金をお願いし

ていたという答弁があったようでございますが、そういう中で、水道局を除いて各種イ

ンフラが整備されたことと大規模な人口増が難しい現状を踏まえて、今現状は水道局を

除いて負担をしてないというふうなことで、水道局については施設の管理常設等に対応



するためとか、健全経営を維持するためとかそういうことで負担をお願いしているとい

うことでありますが、これはもう求める先が私は違うんではないかと思うんですが、水

道局について見直す考えはお持ちでないのか、改めてお伺いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

浦川議員の質問にお答えします。上下水道におきましても、現在のところ、人口が横

ばいでありますので、今後見直しを考えてまいりたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

分かりました。是非、負担の正当性とか妥当性こういったものも含めて、全国的な傾

向とかも参考にされて是非検討されたい。そういう上で、もう１点ですが、私は取るな

と言ってないんですが、そういうことで検討を是非していただきたいということと、も

し、どうしてもやっぱり取らなければいけないというものについては、取るべきだと思

ってるんですよ。だから、その分については、水道局の中でも水道の分については、一

定条例に記されているのかなという感じはするんですが、下水道は何を、どういう基準

で取られているか、ちょっと分からないような状況なんですが、もし、今後、そういう

負担を求めていくんだということであれば、やはりその目的なりを条例できちんと整備

をされて、そして、そこに基づいて負担を求めていくというようなことが必要だと思う

んですが、その件についてどうでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

検討した結果、どうしても経営上必要であるということであれば、適正な条例を設け

まして、徴収をお願いしていくという形で、やっていきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

是非、お願いします。最後の質問ですけども、私はまなび野に住んでおりまして、こ

この道路を今日は朝から３回通って来たんですが、非常に何か馴染まないというか、通

行するのにあまりスムーズにいかないなというような感じがしてるものですから、それ

と本当は地域のこういう問題を一般質問でするべきではないかもしれませんが、総合計

画の中に交通事故防止対策の推進というものがありまして、この具体的な取組の中の主

な取り組みとして交通規制の適正化というのも、この計画の中でやられるということを

書かれているわけですね。だから、適正な規制に取り組んでいただけないかなという思



いを持ちまして質問をさせていただいております。まず最初に４番目の同様な交差点が

町内に、私は非常に珍しいのではないかと思って、質問をさせていただいたんですね。

同様の交差点が町内に何箇所あるかということで、先程の答弁では把握ができなかった

という答弁だったんですが、どうなんでしょうか。有るんですかね、無いんですかね。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

議員の御質問にお答えします。この質問が出まして、我々の方も時津警察署、長崎県

警の方から横断歩道、停止線の情報提供をいただくように申し込みをしまして、ある程

度の情報を提供していただきました。それで現在、町長の答弁にもございましたが、職

員の方で現地確認をしまして、同じ状況というお話ではありましたが、横断歩道があっ

て一時停止線が引かれているという状況につきましては、今現状のところ１６か所ほど

把握しております。これがデータの方の住所地もしくは当時の番地等でしかデータがご

ざいませんので、一致した場所かどうかというのが、今現在確認が取れておりません。

ただ、図面上という形で把握した状態で、今１６か所で横断歩道、停止線が同時にある

部分について把握をさせていただいている現状でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

分かりました。あまり無いということですよね、町内１６か所。横断歩道と強制的な

規制を掛けた止まれの表示がある所、これはあちこちあるんですよ。私もそこは理解を

しているんですが。それが１６か所だということだと思うんですが。これについては、

交差点からわざわざ手前に引いてるんですね、横断歩道を。そして、その先に破線の停

止線を引かれています。これは恐らく町の方で引かれたのかなと思いますが、そこで、

ちょっと確認をさせていただきますが、私がこの質問を書いて、いろいろ調べる中で、

まず、横断歩道の引き方の原則として、交差点の中央からなるべく近い所に引くという、

これ１点原則がありまして、あと停止線については、３番目の通告書に書いてあります

とおりに、交差する道路の状況をよく視認することができて、その交通の妨げにならな

い位置に設置する、こういう原則があると思います。この考え方は間違いないですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

今の御質問でございます。今現在の横断歩道等の設置については、今言われたような、

方向性が示されております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 



○４番（浦川圭一議員） 

その上で質問をさせていただきますけども、あそこの交差点というのは、そんなに珍

しいような交差点ではなくて、変則でもなくて、どこにでもあるような交差点なんです

ね。なぜその表示だけが、長与町にほとんど無いような表示になっているのかというの

が、ちょっと私が疑問を持っているところでございまして、破線の停止線は町の方で引

いておられるということで、ちょっと質問しますが、横断歩道の手前に停止線、これは

もう一時停止の標識も立って、地面にも止まれという表示がされてるんですが、公安委

員会の方では、ここで止めれば、先の交差点事足りるんではないかというような考えで

引かれたんだと思うんですけども、絶対事は足りんわけですよね、ここで止まったとこ

ろで。私、今日の朝４時４７分に用事があり通りまして、後ろからの車はほとんど少な

い時間帯でしたので、いつも止まっているんですが、きちんと正式に止まってみようと

思って、止まって、右を見て左を見て右を見て出たんですが、３秒ぐらいですよ。右を

見たら壁なんですね。あれは擁壁なんですよ。左を見たら公園なんです。だから、前方

の交差点の交通、車の行き来なんかは全然見えんわけですね。そこで止まって、そして

ちょっとまた１０メートルぐらい、１０メートル無いのかもしれませんが、それくらい

進んだ所に破線の停止線があるんですが、そこに止まればきちんと左右が見えるんです

よ。だから私の考え方は、この質問で２点提案をさせていただいてるつもりでおるんで

すが、１点は横断歩道をそのまま先に持っていけないかと、基本に忠実に。横断歩道と

停止線を持って行って、そして持って行った先の停止線に止まれの表示をすればどうな

のかなというのが１点ですね。どうしても、その横断歩道を動かしたくないということ

であれば、横断歩道の手前にあと２つぐらい横断歩道があるんですけども、そこは当然

止まれなんて書いてないんですね。横断歩道、人がいれば絶対止まらないといけない、

これはもう止まらないといけないという規制が掛かっていますので、皆さん止まるわけ

ですよ。もう１点は、横断歩道の手前の停止線の規制を外して、先の破線の所を正式な

実線にして、ここで止めればいいんじゃないかという気持ちがあるんですよ。それで今

日そのあと７時３３分に通ったんですが、その時前を１台行ってて、その方は横断歩道

の手前でストップランプが点いたので止まるかなと思ったら、やっぱりそのまま行かれ

て、先の破線の停止線を目指しているんですね。止まらんで。だから警察だと捕まる話

なんですよ。そういう方が非常に多いんじゃないかなと私は思っているんですよ。で、

聞きますけども、破線は何のために引かれているんですか。こちらで引かれるんですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾土木管理課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

破線の停止線につきましては、停止指導線という形で、危ない交差点や、ここは止ま

った方が良いのではないかと道路管理者の方で考えた場合に引かせてもらっています。 

○議長（山口憲一郎議員） 



浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

だから言われるとおりに手前で止めても役していないわけですよ、今。だから心配で、

また先の方に交通規制が掛からないような停止線を引いているわけですよね。だから、

そこで止めれば安全だということで引かれているわけですから、そこを正式なものにし

て、そこに止まれを書いて、標識を立てて、通常の信号機が無い所の横断歩道と同様に

止まれを消していいのではないかと。その答えは多分言えないと思うんですが、そうい

うことで私は考えるんですが、その考えは間違っていますかね。どうですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

議員の御質問にお答えさせていただきますが、町長の答弁にもございましたが、本来、

公安委員会の方で設置している状況でございます。我々行政の方が勝手な回答はできま

せんので、警察等からの情報提供いただいた文言につきまして回答させていただきたい

と思っております。回答について関連がございますので、今現在の状況についても御説

明をさせていただきたいと思います。現状につきましては、当然団地開発のときに今の

現状の横断歩道、一時停止線の方の設置がされております。これにつきましては、先程

道路の形状も御説明をいただきましたが、シーボルト大学の入り口につきましては幅員

が広く、もみじ公園の出口については幅員が狭いという道路形状がございました。その

関係で、あそこの横断歩道を引いて停止線をした当時の状況というのは、あそこがバス

路線ということになっておりまして、大型車両の通行の状況が発生すると。その場合に、

先程も言われましたちょっと見通しが悪い、あの部分からバスが大きく交差点を入って

来るということで、横断歩道を手前に引いて、大型バスと横断歩道の接触を防ぐという

部分が、まず１点あったそうでございます。それで横断歩道を引いて、そこで車につい

ては止まっていただかないと大型車両と接触する可能性があるということで、一時停止

線もそこに引いているという状況でございます。今、お話がありました先の指導停止線

につきましては、先程言いました団地開発時に、ここが危険であるという地元からの声

があったということで、道路管理者の方で当時そこに指導停止線を引かせていただいた

経緯があるそうです。またこれについて、議員がおっしゃったとおり、前に持ってきて

横断歩道を設置して、一番安全な道路環境を作ったらどうかというお話だと思います。

これにつきましても、現在、長崎県の交通安全計画の中におきまして、交差点での横断

歩道、停止線につきましては、コンパクト化を行うようにするような目的を設置して、

現在変わってきている状況にございます。ただ、現在引かれている断歩道、停止線につ

きまして、これが間違いかということでは、法的には間違いではないということで現在

の状況で今残っている状況です。だから、新しい横断歩道、停止線につきましては、今

申しましたとおり長崎県交通安全計画または長与町も同じく交通安全計画の中でコンパ



クト化という形で横断歩道等の設置に向かっている状況でございます。だから１６カ所

先程お話ししましたが、それもかなり昔の横断歩道、停止線の位置がございまして、同

じような停止線の位置という箇所が今長与町内ではございます。先程言いました、前に

持ってきた方が良いんじゃないかという話ございますが、そのコンパクト化につきまし

ても、今言われたように状況によって変わってくるんですが、現在としましては道路の

形状、今言われました幅員について狭くなっていたり、もしくは坂道になっていると、

そういう形状等の状況、もしくは、それにつきまして、周りの歩道のブロック等強固な

ものにしていただいたりしておりますので、そういうものの変更等伴う可能性もあると

いうことで、当然警察としましては、そういうお話があれば協議をいたしまして、それ

が可能であれば、今言われたようなことも視野に入れて検討して、公安委員会に諮らせ

ていただきたいという状況になっているということでございます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

最初の方にお話があったんですが、交差点に入ってくる車の離合をかわすために、あ

あいうふうに引いたんだということでありますが、これは、私は完全に考え間違いだと

思うんですよ。ここが信号機がある交差点であれば、まさにそうなんですが、実際、二

中の方に下って行かれて突き当たりの長与駅西側の交差点ですが、これは左右の歩道を

連絡するような位置に横断歩道は引いてあるんですね。ただ、言われるようにバスとか

が入ってくる可能性があるので、停止線だけがぐっと後ろの方に引かれているんですよ。

それで信号で止まらないといけないですから、その間に入ってきたときに、そういう事

態を回避するためにということで停止線を引かれているんですが。信号機の無い所は、

仮にそこで止まっても、ちょっと進んだときに入ってくる可能性だってあるじゃないで

すか。だから、信号機が無い所での先程の交差点での交通のかわすというような、そう

いう意味合いというのはあまり意味が無いんじゃないかなというふうに思っております。

私が言いたいのは、現状やっぱり安全と歩行者の利便性等そういったもの、お金が掛か

るとか掛からないの心配は私は一切しておりませんが、そういったものを考えて、行政

の方で改めて協議をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

先程答弁させていただきましたが、交差点でございますので、交差点の状況と実態を

踏まえまして、横断歩道の交差点側への移設等につきましては、当然、その交差点上の

横断歩道の安全性をまず確保ができるかという状況で、その位置についても検討する必

要があるというふうに私たちも考えております。先程から言われている場所につきまし

ては、道路形状が坂道になっておりますので、そういう面について、形状の変更等がで



きるか、そういうことも検討しながら、形状が変更できれば、そういう安全性が保たれ

るという意味なんですけれど、そういうところを検討させていただければ、当然警察署

の方と協議に入っていくべきものだと考えておりますので、そこについては、検討させ

ていただきながら、要望を上げていきたいというふうには思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

分かりました。現状の横断歩道がこれが一番安全なんだとおっしゃられれば、それは

それで残されて良いと思うんですが、より安全を確保するために改善が必要ではないで

しょうかという質問をしておりますので、もし変えることがより安全につながるんだと

いうことであれば、是非そのような協議を進めていただきたいということで思っておる

んですが、改めてそこだけ答弁いただけますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

今、おっしゃったとおりでございます。設置者につきましては、先程言いました公安

委員会という形になっております。行政としましては、協議を行っていくということで

対応させていただきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで浦川圭一議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で、１３時まで休憩します。 

（休憩 １１時３２分～１３時００分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順３、吉岡清彦議員の①高齢者対策について。②都市機能を形成する道路のあり

方について。③選挙管理委員会のあり方についての質問を同時に許します。 

１３番、吉岡清彦議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

昼からの一般質問に入ります。その前に町長のお母さんの御逝去ですね、本当に心よ

りお悔やみ申しあげます。また平成最後の選挙で私たちも上がってまいりました。令和

の時代に対して、心新たな気持ちで取り組んでいくつもりでございます。皆さん方の御

指導方をよろしくお願いいたします。 



質問に入ります。その前に大きな②の３のところで大津市の事故があるわけですけど、

ここは悲惨な事故とありますけども、悲惨な交通事故と、交通を入れてください。ちょ

っと私が入れるのを忘れておりましたので、悲惨な交通事故ということでございますの

で、何の事故がひょっとしたら分からないと思いますので、よろしくお願いします。 

まず①の高齢者対策でございます。時代は人生１００年の超高齢化社会へと進んでお

りますが、幸福度日本一を掲げる吉田町政において、どういう政策で対応していくのか、

以下質問をしてまいります。（１）地域全体で高齢化社会となっていく中で、資源化物

の拠点収集のあり方が問題となっておりますが、どう対策をとっていくのかですね。

（２）健康で長生きする目的として長与町健康のまち宣言がスタートしました。どのよ

うな対策で住民とともに歩んでいくのか、取り組んでいくのかですね。次が大きな２番、

都市機能を形成する道路のあり方でございます。（１）狭隘な道路や歩道の改良などに

どう取り組んでいくのか。（２）団地の道路で大型団地が幾つかあるわけですけども、

目の前に道路があるのに緑地や歩道で遮断されてる所が２団地あるように思います。救

急、緊急事態に即応できないと思われますが、その対策はどうしていくのか。（３）大

津市で児童を巻き込む悲惨な交通事故が発生しました。我が町でも起こる大事故だと思

っております。そこでその対策として横断歩道の信号待ちの一帯に強固なガードレール、

コンクリート製などですね。鉄でもいいですけれども、設置する必要があると思うが、

その対策はどうなっていくのかですね。大きな３番、選挙管理委員会のあり方について。

地方議会や議員の人材不足あるいは投票率の向上対策など、選挙に関することが全国的

に話題となっております。本町でも例外でないように思われます。そこで以下について

質問いたします。（１）投票率の向上対策として、いろいろやっておられますけれども、

移動投票も考えるがどう思うか。どう対策を取っていくかですね。（２）として、無投

票となった場合でも、有権者へ候補者の公約を知らせる必要があると思うが、委員会と

してどういう責務がこれに対してあるのかないのかですね、これは議会体としても当然

あることですけども、その点ですね。３番目として、供託金制度などを取り入れて、町

独自の選挙制度に取り組む必要があると思うが、今後のあり方はどう考えておるのか。 

以上、大きな項目３点ですね、よろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは吉岡議員の御質問にお答えをさせていただきます。なお、３番目の御質問に

つきましては、所管をしております選挙管理委員の方からお答えをさせていただきたい

と思ってます。私の方からはそのほかの質問につきましてお答えをいたします。 

１番目１点目の地域全体で高齢化社会となっていく中で、資源化物の拠点収集の対策

についてという御質問でございます。資源化物の拠点回収につきましては、地球温暖化

対策をはじめ資源の有効利用やごみの減量化及びリサイクル意識の向上を図ることを目



的としておるところでございます。また、地域コミュニティづくりの活性化の場として、

町民の皆様及び自治会の御協力をいただきながら月１回の収集を実施をさせていただき

まして、ごみの減量化そして再資源化を図っているところでございます。町の高齢者等

の世帯の増加を踏まえた対策といたしましては、平成１７年度より高齢者等支援事業を

スタートさせまして、平成２７年７月より対象者の範囲をさらに広げ、事業の改善を図

り運用をしているところでございます。また、新たな高齢化社会への対策といたしまし

て、一部自治会で実施をしていただいております自治会内の世帯回収サービスについて

町として御支援ができないか、また見守り活動などと連携したサービスができないかな

どについても研究を行っている状況でございます。今後につきましては、各種機関との

情報の共有と連携を図りながら、高齢者の皆様が地域の皆さんと共に安心して生活でき

るよう、地域のコミュニティづくりの活性化を図りながら、町民の皆様と自治会と町と

の協働によるまちづくり、地域づくりを進めてまいりたいとそのように考えております。 

次に２点目でございます。健康で長生きするための対策との御質問でございます。町

民が生涯にわたって心身ともに健康で暮らせるよう、本町では妊婦から高齢者まで切れ

目のない健康づくりを行っております。健康づくりの基本は、長与町健康のまち宣言で

掲げましたとおり、まず健診の受診、それから食生活、運動、休養、地域での健康づく

りなどでございます。高齢者の健康は若いときからの生活習慣が影響ます。そのため早

い時期から健康に関心を持ってもらえるよう母子保健事業の中で健康相談や調理実習な

どの健康教育を行っておるところでございます。また、住民が自らの健康状態を把握し、

生活習慣を見直すことができるよう、二十歳以上になると検診の受診機会が無い女性や

国保加入の男性は一般健診、そして４０歳以上になると特定健診やがん検診が受診でき

まして、健診結果によっては個別指導や健康相談を実施をしておるところでございます。

昨年度からは健康にあまり興味がない方への取組事業として、二十歳以上を対象に健康

ポイント事業を行いまして、８００人の方が参加され、現在新たな参加者を募集し事業

の拡大を図っておるところでございます。一方、地区組織活動といたしましては、母子

保健推進協議会や食生活改善推進協議会、健康づくり推進協議会、健康ながよ２１推進

専門委員会等の住民による健康づくり活動が展開をされております。主な活動といたし

ましては、子育てサロンの開設、保育所での食育活動、運動教室への開設、ヘルシーウ

ォーキング大会の開催、小学校でのブラッシング指導、自治会での健康料理教室などな

どを行っておるところでございます。昨年度は延べ１,２１３名の推進員が、延べ６,８

２０人の住民の方々の健康づくりを支援をしておるとこであります。そのほか地域住民

のボランティアによるいきいきサロンが開設され、高齢者の健康づくりに大きく貢献を

されておるところでございます。しかしながら、健康づくりは急に結果が出るものでは

ございません。これからも健康のまち宣言の普及を図るとともに、健康づくりボランテ

ィア団体をはじめ自治会、学校、医師会等と、より一層連携を含めまして、健康寿命の

延伸に向けて正しい情報の発信と健康づくりの環境整備に取り組んでまいります。 



次、大きな２点目の都市機能を形成する道路のあり方ということでございます。まず

１点目の狭隘な道路や歩道の改良という御質問でございます。町道につきましては、道

路の広さ大きさに関係なくひび割れ、穴あき等の路面の状態や通学路に指定されている

など利用状況を考慮し、自治会、コミュニティ、また学校などの各種団体等の要望を踏

まえまして修繕改良を行ってまいりたいと考えております。また、町道以外の農道ある

いは里道、ほかにも建築のための道路などにつきましては、利用者への原材料支給や作

業員による補修など、道路種別や道路現場に応じた対応を今後も引き続き行ってまいり

たいと考えております。次２点目の緑地や歩道で遮断されている団地内道路の緊急時等

における対策はどうなのかという御質問でございます。当該地区付近にお住まいの方は、

団地造成時に道路形態が完成しておりますので、道路が遮断されていることにより通過

交通が少なく、静かな住宅環境を求めて来られているものと思っております。また緊急

的な対応が必要とされる救急消防、警察においては、平時における道路状況確認や調査

訪問などにより緊急時の対応というのは既にできているものと判断しております。その

ため今後も自治会や付近住民などからの御意見をいただきながら、各関係機関と連絡を

密にとって進めてまいりたいと考えております。 

次に３番目の大津市での園児を巻き込んだ交通事故を踏まえ、その対策はどうかとい

う御質問でございます。議員御指摘のような交差点は、町内に数多く存在しております。

そのうち特に重要な交差点というのはやはり国県道に多くありまして、町単独での早急

な対応は大変難しいというふうに考えております。しかしながら、交差点における安全

対策は喫緊の問題として国県の動向等々を伺いながら、必要な箇所においては、県、警

察、地元の方々と協議を行ってまいりたいと考えております。また大津市の事故後すぐ

に各学校、保育園等に啓発を行ったところでございます。ほかにも運転者に対しても交

通ルールの徹底、運転マナーの向上を求めるよう交通安全運動などでの啓発活動を行っ

ておるところでございます。以上で私の方のお答えを終了させたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

辻田選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（辻田壯太郎君） 

長与町選挙管理委員会委員長辻田でございます。久々の議会で非常に緊張いたしてお

ります。よろしくお願いします。それでは１３番、吉岡清彦議員の③選挙管理委員会の

あり方について。（１）投票率の向上対策として移動投票も考えられるが、どうかとい

う質問につきましてお答えをいたしたいと思います。御質問の移動投票につきましては、

投票環境向上策の一環であります。全国的に見ると、主に投票所の統廃合等を要因とし

て、投票所が今までよりも遠くなるなどの理由等でございまして、投票の機会が失われ

ることがないように、代替策として導入されているところでございます。県下では五島

市、それから平戸市、対馬市の３市の選挙管理委員会がこの移動投票の方法を実施して

るところでございます。本町の９か所の投票所につきましては、各投票所の有権者数や



それから投票所までの距離等を勘案いたしましても、統廃合をする考えはございません。

現在のところ移動投票を導入することはまだ考えておりません。投票率向上対策といた

しましては、今後とも恒常的な啓発活動を行いますとともに、投票環境の改善など必要

に応じた取組を行ってまいりたいというふうに考えております。（２）無投票となった

場合でも有権者へ候補者の公約を知らせる必要があるかと思うが、委員会としての責務

はどうかという質問でございます。選挙管理委員会では、公職選挙法及び選挙公報の発

行に関する条例に基づき、町議会議員及び町長選挙ごとに１回選挙公報を発行すること

といたしておりますが、当該選挙が無投票となった場合、公職選挙法に基づき選挙公報

の発行を中止することとしております。この選挙公報は、候補者の政見等あるいは公約

を選挙人に周知いたします。選挙人が投票するに当たって、判断材料を提供するために

発行するものであります。選挙が無投票となった場合には、選挙公報の発行の目的に照

らせばその必要があるとは考えておりません。選挙公報とは、公職選挙法では１６７条

から１７２条の条文で成り立っております。１７２条の２につきましては、任意制の選

挙公報が発行できるという条文でございまして、この任意制といいますのは、都道府県

の議会議員、市町村の議会議員及び市町村長の選挙公報を先程申し上げました公職選挙

法の１６７条から１７１条に準じた形で条例を制定すれば発行ができるということでご

ざいまして、現在、県内の町では長与町と時津町が選挙公報を発行しているということ

で御理解いただきたいと思います。公職選挙法の１７１条につきましても、無投票の場

合には選挙公報を中止をするということになっておりまして、当然ながら本町の条例に

つきましても、公職選挙法のとおりに中止をするということでございますので、御理解

をいただきたいというように思います。次に（３）供託金制度などを取り入れた町独自

の選挙制度についてという御質問でございますけども、供託制度は選挙の妨害や売名等

の不正な目的を持つ候補者が乱立することを抑制するために設けられた制度でございま

して、町村の議会議員選挙の場合を除き、立候補届出の際の供託が義務づけられており

ます。現行の公職選挙法につきましては、町村議会議員選挙における供託制度は規定さ

れておりません。町独自にこの供託制度を取り入れることはできないこととなります。

先程選挙公報で申し上げましたが、この供託制度の中に任意制の条文がございませんの

で、あくまでもこの公職選挙法にのっとった形で市町村の供託金はないということで御

理解いただきたいたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

１番の高齢者対策ですけども、この資源化物の、私はもう初めから、導入したときか

ら大変なことになってくるんだっていうことをずっと言ってきておるわけですけども、

確かに自治会とか、その協力体制ができてるから確かにいいわけですけども、９月議会

かな、地域性とかあるいは高齢者とかいろんな形で変化しつつあるから、今後の課題と



して取り組む、研究していくということも言われておりましたので、何かその後、研究

検討して新たな気持ちで取組をやってきたのかなっていう気持ちでおるわけですけども、

今、確かにできるところはできるでいいわけですけども、だんだんだんだん御存知のよ

うに自治会にしてもなかなか役員の構成が難しいとかいうことになりつつあるわけです。

これはしょっちゅう言っとるわけですけども、担当がしょっちゅう吉岡同じことばっか

り言いよると、分かってると思うけども。ここはやっぱり町の仕事としてのごみの収集、

いろんなそのような収集というのが責務があるわけだから、委託してそれでいいかとい

うと、なかなかそうじゃないような気がするわけね。だから今から先のこと、高齢者対

策のあれは当然私も知ってます。これがあるのは。しかし、だんだんだんだんそれが増

えてくるわけですよ。しかしまたそれの申請をしなきゃならないとか、いろんな形でそ

ういう難しさがあるわけですね。だからそういうのはやっぱり行政側でそうしなくても

いい対策をして欲しいというのが私がずっと言ってるわけですね。こういう制度があり

ます、こういう制度があります。確かに制度はあって良いんですよ。しかし、それは今

度はいろんな縛りがあるわけだから、何級以上とか、いろんな問題あるわけだから、そ

ういうのを早目に把握して町独自がやっぱりまた新たな高齢者対策をしていくのが必要

じゃないかというのが常に言ってることですけど、今までずっとそのとおりで、今から

も行くつもりなのか、また同じことになるか分からんけども、再度お尋ねします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

町長の答弁の方でも御説明をさせていただきましたが、今現在、自治会内の回収を自

治会の役員とか会員が１０自治会で個別回収というサービスをしていただいております。

これは本当に非常にありがたいことだと思います。そこに当然その声かけをしていただ

いたりとか、元気ねとか、そういうふうな声かけとか、安否の確認とか、そういった活

動も自主的にしていただいてる自治会もございます。こういった活動をもう少し助成等

も含めて拡大ができないかというのを今念頭に置いております。現在１０自治会で実施

をしていただいておりますが、これをもう少し皆さんにＰＲをして、もう少し拡大がで

きないのかなというのを考えております。それと議員が以前からずっと言っておられま

す新聞とか雑誌は非常に重たいと、拠点回収場所に近い方はそうでもないんですが、遠

い方もおられると、そうなった場合当然御負担が大きくなるっていうのは、もう私も十

分理解してるところです。そういった中で今後高齢者がだんだん増えていくという中で、

やはり長年この拠点回収っていうのが、分別の徹底ですね、再資源化とか、減量化の意

味を含めてそういった指導的なものと、その地域の住民の方の触れ合いの場と言います

か、そういった観点でずっと進めて継続してまいったわけですが、今後、拠点回収とそ

れから議員がおっしゃってるステーション回収、こういったものの併用ですか、両方で

きないかとか、そういったものについて今研究をしているところです。当然そういうふ



うな大きな収集の方法が変わるとなりますと、収集業者の組織の問題、人的な問題、い

ろんなものがございます。そういった中で、今、業者ともいろいろ先を見据えた協議を

しているところです。そういったものも研究をさせていただきながら、然るべきときに

は判断をして併用をするのか、全部切り替えるのかとか、そういったものも今後は十分

に精査をして進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

よろしくお願いしたいと思います。町長に直接あれなんですけども、町長のお父様、

お母様、高齢者だったわけですね。そういう人たちに、おやじ、おふくろ持っていけと

か、やっぱりいうのは私は大変酷とは思うわけですね、はっきり言ってですね。やっぱ

りしかしそれをやっぱり町長がさせるということは、やっぱり良くないとずっと言うて

きてるわけですね。ちょっとこういう亡くなったときに言うのは大変なんですけどもね。

しかしこれ町民全体の高齢者のためなんですから、そういう今出てるようなことを入れ

ながらお願いしたいと思っております。 

また、２番目の（２）ですね、健康のまち宣言を２月にやって、私も聞きに行きまし

た。私自身も３月に長与病院の本多院長に来ていただいて、長与ニュータウンでそれこ

そまたこれに基づいた講話をしていただいたわけです。だから今度は６月には歯医者に

来ていただきます、ニュータウンに。７月には中尾クリニックの院長にまた来ていただ

いて、これは健康じゃないですけど、先々の人生観というか、死に向かっていく準備な

んかのそういうまたやるつもりでお願いしてますけども、だから、町はいろいろやって

るのはそれは私も分かってますね。あとはどうやっていろんな人たちが、本当にこうい

うのがあってることに対して全住民がやっぱり、確かにもう栄養というのは、どういう

栄養がいいとか、どういう食べ方がいいとか、あるいはこういう健康のあり方、スポー

ツがいいとか、いろんな誰でも知ってるわけです。しかし、それを今度はどうやって住

民と一緒になってやっていくのかが次の課題じゃないかっていうのが私の心配事です。

たまたま私がちょっと資料を見ておったら、新潟県では県として病院より歯科の受診を

推進し、口腔ケアに力を入れたことで寝たきり老人が減少し、医療費を大幅に削減する

ことに成功した事例があると。これを見たので、事務局の方にお願いして取り寄せてい

ただいた健康の町の１つのあれですけども、受診ですね。それは新潟県が平成２０年７

月に新潟県歯科保健推進条例というのを県が作ってるわけですけども、私が言いたいの

は、こういうのは町独自でも考えていっていいんじゃないかというのが、私の取組姿勢

に対するあり方をやっていいんじゃないかって、これによって子どもの虫歯がものすご

く減ったとか出てるわけです。私もこれからまた研究していくつもりですけども、そう

いうことでこの健康宣言の中にも、町独自でも自らの健康に関心を持ち、健康診断を進

んで受診しましょうということを書いてるわけですね。当然だから言われたように、い



ろんな健康診断があるわけですけれども、そういう中に歯科、口腔ケアや私も６月に先

生に来ていただいてニュータウンでやりますけども、そういうのを町の方でも何か、あ

んまり口腔ケアについてはあんまり推進策が無いように思うわけですけれども、何か町

独自にやっぱりそういうのに取り組む姿勢を、条例なら条例でもいいわけですよ。何か

対策を取り組む気持ちがあるのか、無いか、ちょっと質問します。 

○議長（山口憲一郎議員） 

志田健康保険課長。 

○健康保険課長（志田純子君） 

吉岡議員の御質問にお答えいたします。歯科健診、口腔ケアにつきましては、健康な

がよ２１と言う健康づくり計画の中に一応盛り込んでおります。そして、それに対する

対策といたしまして、現在、歯周病疾患検査というのを行っております。これにつきま

しては、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方を対象に実施しておりました。今年度か

ら新たに３０歳、そして妊婦の方というの追加して、対象者の幅を広げておる状態です。

ただし、この歯周疾患の受診率というのが非常に低い状況にあります。平成２９年度は

５.２％という状況で、個別の通知をしてるんですけども、なかなか伸びないというの

が課題として上がっておりますので、今後、このところをもう少し力を入れていきたい

と考えております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

今、確かに内臓とかなんかの受診率はものすごく向上アップで、いろんな形で我々も

知っておるわけですけども、その今口腔ケアについての、なんかどういう形で住民にＰ

Ｒというか、それは全住民を対象として今のはなってるわけですか。ちょっとそこのと

ころを再度お願いいたします。そのＰＲをですね。 

○議長（山口憲一郎議員） 

志田健康保険課長。 

○健康保険課長（志田純子君） 

先程申しました健診は決まった年の方を対象に実施をしております。ですから全住民

の方が歯周病疾患の対象というわけではありません。繰り返しになりますけども、その

対象の方には個別の通知を全部出してるという状況にあります。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

何らかの策で今３０歳まで下げるとか言ったですかね。ほかの健康健診と同じように

４０歳、５０歳、６０歳、３０歳、そのときだけでなくして、それがオーバーしてもで

きる策としてはなってないわけですか。ちょっとそこのところ、できるようにできない



わけですか、それこそ。そこのそういう改善策とかなんとか、今の制度をよりフリーに

できるシステムにするとか、そういう考えがないか、ちょっとお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

志田健康保険課長。 

○健康保険課長（志田純子君） 

特定健診の中でするという方法もあるかと思うんですけども、現在当町においてはそ

この方は取り組んでおりませんので、そこも合わせて検討をしていきたいというふうに

考えております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

町長も健康のまち宣言をしてるわけですので、なってからの治療よりも予防が大事と

いうのが、当然、御存知と思います。そういうことからすると今の担当の方もそういう

気持ちで姿勢があるわけですけど、町長の気持ちをお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

新潟県の話出ましたけども、長崎県も日本一健康長寿の長崎県にしようというふうな

ことですので、当然、長与町もそういった形で一緒になってやっていきたいと思ってお

ります。その中でさっきおっしゃいました口腔ケアというのも大事だと思うんですね。

それぞれ皆大事だと思うんですよね。その中で健康づくりという形で、今ポイント事業

制度やっております。こういったのを見ますと、本当に体の状態が良くなって来てるん

ですよね。データとしてはっきり出ております。そして、こういったことをやることに

よりまして、いろんな保険料が下がったりとか、いろんなものもできますので、町とし

てもその辺りは今後とも所管と一緒に研究しながらやっていきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

健康のまち宣言ができたわけですから、それに向かって、もうしたけんと言うだけで

なくして、住民がこういうのがあるんだなっていうことで分かっていけるように、より

対策をお願いしたいと思っております。 

２番目の都市機能の道路、当然これも今までもずっとお聞きしてきとるわけですけど

も、（２）のはっきり言うて緑ヶ丘とサニータウンなんかが、道路が遮断されて、確か

に緑地があって車が通らないから静かで良いと思うんですけども、いつも通るたびに緊

急、救急の車がうろうろするそういう可能性があるもんですから、確かに住民の意向も

大事でしょうけども、何か行政体として都市機能のあり方を研究する部門でこういうの



が、おかしいよっていうのは出てこないのか、ちょっと担当の方からお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾土木管理課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

議員の御質問に御答えします。今のところ不自由をしてるとか、そういった話では自

治会とか、地元の方から話は上がっておりません。ただし、町長答弁でも述べましたと

おり、連絡を密に取って状況をお伺いしながら、その話については進めてまいりたいと

考えております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

確かに住民がおられてそこがなっておるわけだから、それに基づいて入って来たとい

う人も確かにおられますので、強制的なことできないか分からないけども、しかし、何

でも一緒、事故が起きてから遅いということで何でも対策を後追い、後追いになって何

でもやっていくわけですね。しかし、それからすると救急車がそこに来てるのにまた回

って、こう来てこう行きよったとか、やっぱりそういうことが当然出てくるかも分から

ないんですね。だからそういうことで私も心配してやってるわけです。いろんな角度か

ら研究をやってもらえばと思っております。 

それと（３）番の大津市ですね。これは町長の答弁では、またこれよく皆さん方も国

とか県等の指示に従ってとか、そういう言葉を使うんですけども、自分たちはさっきの

条例も一緒ですけども、こういうことに対策もすぐ対応するんだっていうそういう姿勢

がなからんばいかんわけですよね。県道や国道であれ自分たちからこういうところはこ

ういう危険性があるからやってくれって、そういう姿勢をしない限り、県の指示待ち、

職員が皆そがんなってくるわけです。国の指示待ちってね。１番やっぱり今、児童生徒

が多いのが役場前の横断歩道ですね。渡って向こうに行く、団地に行く、あそこはぞろ

ぞろおるですね。やっぱり１番あそこが危険と思うわけですよね。だから自分たちで町

道であればできるわけですから、僕が言ってるの分かりますかね。そこに横断歩道があ

る、今もうスムーズにぱっと走れるようになってる。そこにこういう強固なものを頑丈

なものを立てて、だから大津の場合でも誰か専門家も、僕はあんまりテレビ見ないから

あれなんですけども、当然、車はもう動いてるからがっちゃして、そこで止まればいい

けどやっぱり入ってくる。そこにそういうガードレールがあれば、強固なガードレール

があれば、そこまで入って来なかったという論法じゃないかと思うわけですね。そこで

止まるわけです。ガードがあるわけだから、だからそこに１つ横断歩道のところに３本

ぐらいして向こう側と向こう側と、そういうことを自分たちで、町長も考えないし、あ

んた達も考えないわけですか、全然考える事ないわけですけか、ちょっと担当の方。 

○議長（山口憲一郎議員） 



中尾土木管理課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

危険な交差点とよく言われてる部分だと思いますけど、それについては今調査をして

る部分もあります。国、県の動向を伺うという部分については、対象とする所をどこま

でどう上げるか、どこまで最終的にハード面で整えるかという部分が、まだ正確に出て

いない部分があります。そのため町として単独で動くというのはちょっと難しいのかな

という部分で町長が答弁をしたものになります。今後についても調査を今現在行ってい

る部分もあります。現状そのハード的な部分としてガードパイプ、ガードレール、こう

いったものを作るというのは、全ての交差点っていうのはちょっと現状難しいのではな

いかとは考えております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

全てのものにせろとは言ってないわけね。やっぱり１番児童生徒が多いのが今あそこ

でしょうが。役場前のすぐ橋のだけでもやっぱりね、やっぱりそういう気持ちにならん

ばいかんと僕は思うわけね。ああいう事故があったわけだから、どうやってそれをカバ

ーする、どがんね、交通整理を置いてるとか、学校に言ってとか、先生がそこにおって

とか、旗持ってとか、もう車は止めきらないわけだから、そうするためにこういうこと

を言ってるわけですね。子ども達を巻き込んだら、それこそどうなるんですか。今調査

中だったとか、検討中やったで済むんですかね。これがね。町長もやっぱりそういうの

は答弁読むときにもうちょっと考えろってやっぱり言うごとなからんばいかん。どうな

んですか町長、はっきり言うてね、町長の責任ですよ、あるいは教育長とかね。教育長

もそういうことを言いきらなかったとか、なって来るわけですから、もうちょっと真剣

に答えてください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子建設産業部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 

お答えいたします。今現在ガード、ポール、議員おっしゃるとおりポールのでかいの

を歩道の所、ちょっと横断歩道の所に建てればそれで止まるんじゃないかということで、

今そちらの方の耐久性等々を今現在研究中でございます。また、横断歩道を直進の所は、

横断歩道を子どもたち及び住民の方が渡るそこを車が行くみたいな感じで、ちょうど派

出所の前が昼間は歩道だけが全部青になって、車道を車が通るときには歩道は全て赤に

なっているという所もございます。そちらの方も安全対策としてどちらがいいのか、そ

の方策につきまして現在検討中でございますので、それも含めて、今後、進めてまいり

たいというふうに考えておるところでございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 



吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

やっぱり考えがものすごい甘いわけですね、やっぱりね。当然全部やってもいい、し

かしお金が掛かるのは分かる、しかししょっちゅうはない。しかしメイン道路、やっぱ

り２車線あるし、向こうからも入ってくる、それこそ向こうが左折する、こっち来る、

渡って今度は直進車が歩道に来る、待っている人に来る、そがんとあり得るわけです。

しかし直進車が来て、手前の方のガードレールに当たればそれは止まるか分からないけ

れども、横断歩道んとこはもう空間だから、そがん何かこうふにゃふにゃしたパイプで

止めとったって、それは全然役立たない、はっきり言ってね。だからすぐ、ああいうの

があったときに自分たちがこういう場所でどうするかちゅうのがあんたちの役目なんで

すよ。県がせろ、国がせろってね、警察庁の長官も対策が必要だと確か言ってるはずと

僕は思います。そういうものについての。だからもう自分たちの方からこれに向かって

子どもの安全策をどうするかって、教育委員会なんかも子どものために何かしてくれと

か言うて稟議書か、何か対策部会議して町長の方に何かそういうのをしてくれとかいう

ことはしたんですかね、ちょっとお聞きします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

対策についてお答えいたします。先程御指摘がありましたハード面で何か防御できる

ようなものをというふうなことを、教育委員会の方から所管の方に上げたことはござい

ません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

それであんたたちはそこに座っとたらだめなんですよ。もうちょっと考えてからどう

したら子ども達のためになるかということを考えなくちゃ。こういう事故が起きてるわ

けだから。そのためにそこに座ってるわけだから、それが自分たちの役目だから、町長

にどんどん言うていって、安全面を頼みますって、対策をお願いしますって、確かに事

故は相手方の両方のことだから、子ども達に関係ないか分からんけど、しかし、実際は

被害は子ども達たちとか歩行者に来るわけですよ。町長もそういうのをすぐ指示するよ

うに気持ちがなからんと、それが幸せな幸福度日本一を作る町長の役目なんですよ。町

長どうですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

議員がおっしゃることはよく私も認識しております。特に子ども達が通る道につきま



しては、本当に長与町の学校の先生方をはじめ、自治会の方々とか、老人会の方々とか、

本当によく対応を図っていただいております。長与町はそういった意味では事故が大変

少なくなってるというようなことになってるかと思います。そしてもう１つハード面も

大事ですけども、ソフト面としては、交通安全キャンペーンとか、そういったものは結

構やっておりまして、その中で交通マナーを守るという交通違反を起こすこととか、あ

るいはそういった歩道に突っ込んで来るような運転をする人とか、そういったものが無

いように啓蒙活動も結構多くいろんな機会を通じて行っているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

まだ分かってないんですね。公道はどこの車でもどこの県からでも来るんですよ。長

与の町民だけが啓発運動をやって、それだけが運転手は違うんですよ。トラックが来た

り県外から来たりとか、急いでいる人もおるか分からない。あるいは道が分からずにひ

ょっとしたら脇見運転するか分からん、やっぱりそういうののために防護柵を全部をせ

ろとは、当然できることないわけだから、まずは危ない、１番大きい、子どもたちが多

いあそこなんかから順位を決めていってやるべきじゃないかって、その交通ルールを守

るとか、誰だってそげんとは頭にありますよ。よその県の人でもそういうことをやって

るわけだから。だからそれをどうするかっていうのが皆さん方の役目なんですよ、はっ

きり言うてね。そこに座ってる人たちの、だから役目を果たしてないことになるんです

よ、はっきり言うてね。だから、もう少し考えてから早急に対応をする。そういうこと

をやっていくべきじゃないかと。その交通ルールを守ろうとか、キャンペーンをすると

か、そういうことで交通事故が減るわけないわけですから、部長はそういうのにどうで

すか、対策は。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子建設産業部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 

お答えいたします。議員御指摘のとおりだと思っております。横断歩道の所ですね。

ちょっとあそこはどうしてもオープンになっておりますので、そこに何かというところ

でございますが、先程答弁いたしましたとおりポールを大きいのをポールを建てようと

今考えてるんですけども、そのポールどのくらいの大きさにすればいいのか。その耐久

性ですね、それと歩道と車道の間が段差がありますので、あれに当たると、若干ジャン

プすると、その高さをどんくらいにすればいいのかと、その辺も考えてまいりますので、

その辺を含めたところで対応をしていきたいと、場所についても選定をしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 



○１３番（吉岡清彦議員） 

確かによろしく。自分達の仕事だから。 

あと３番目の選挙管理、これ当然法案に則ってやるわけですので、余りこちらの方も

しかし、こういうものは町独自で何か取り組む姿勢もできるかなっていうのもまたひょ

っとしたらあるんじゃないかということで、分かってながらあり方をお願いしてきたわ

けですけども、確かに移動にしてもいろんな名簿とか、何かの有権者のあれなんかもあ

るから、いろんな管理面で大変なのは分かります。しかし、できる限りなんか投票率の

向上を一生懸命しとるわけです。しかしそれじゃなかなか上がらない。はっきり言って

人口、有権者おります。しかし、行きたいけども、やっぱり投票所は遠いとか、ニュー

タウンでも１か所あります。しかし、やっぱりちょっと遠方になると、やっぱり行きき

らないわけです。はっきり言ってね。ニュータウンの中にあるんですよ。あるけれども

行ききらないんです、はっきり言うてね。そういうのもやっぱりあってどうにか向上策

ができないかっていうのが、一緒になって考えていければなということでしたわけです

けども、難しいのは難しいって私もそれは初めから分かってるけども何かできないかっ

ていうのが気持ちでございます。それと２点目の有権者の責務も選挙じゃないわけだか

ら、何か違う方法でのあれがないかなとか、またね、僕なりに無知なところで質問しよ

るわけですけれども、１つの法があっての中での運営だから、選挙じゃないから確かに

何らかの方法ができないかなというのが気持ちやったけども、当然我々の今度は議会体

として、今度はあとはそれは自分たちで研究していく部門じゃないかとそれは思ってお

ります。それとの３番目の供託金、僕が言ってるのは供託金だけじゃなくして、何かそ

れこそ選挙制度の中で、長与町独自の、結局いろんな講演なんかでもその歯科条例なん

かでも自分達で考えて作ってきてるわけですたいね、これがね。たまたまこれは歯のこ

とですけども、だから選挙に関してでも自分たちで、長与町独自の選挙制度に向かって、

こういうものがすれば改善策ができるかなっていうのが、もし供託金制度だけでなくし

てできないかなというのが私の考えなんですけど、何か委員長のそういう今までの経験

の中でこういうものに向かってはいけるかも分からんけど、ちょっとまだハードルが高

いとか、何かそういうのがあったらお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

まず私の方からお答えさせていただきます。選挙といいますのが、公職選挙法に基づ

きまして適正な選挙を行うと、この選挙に関しては、関係法令の中で事細かに規定がさ

れておりまして、厳密に言いますと、我々選挙を司っとる者に関しても、そこに従わな

ければ選挙そのものが無効になるというような非常に厳しい中で取り組んでおります。

そういった中で、独自の選挙制度というのが確かに考え的には良い考えがあるかと思い

ますが、なかなか関係法令との擦り合わせであるとか、選挙そのものの無効との関係性



とか、こういったところと照らし合わせながら慎重に考えていく必要があるところでご

ざいまして、今のところちょっとその辺思いつくところがないところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

確かに法の中での厳しい、確かに不正が起きたらいけないし、また問題がおきたらい

けないから、そういうのは分かっております。じゃあ私の心配する交通問題なんかも対

策をしていく。やっぱりだから、子どもを預かる教育委員会もやっぱり真剣に考えて何

かがあったときにやっぱり積極的になるかならんか別にしてやっぱり取り組んで、委員

会全体でやっぱり行くのが僕はいいんじゃないかって、それがやっぱり教育長以下、教

育メンバーの姿でないかと思うわけですね、そういうことで、これからもお願いしたい

と思います。終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで吉岡清彦議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１４時１０分まで休憩します。 

（休憩 １３時５４分～１４時１０分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順４、安部都議員の①子ども・子育て・教育支援策と安全対策について。②高齢

者が幸せを感じるまちづくりについての質問を同時に許します。 

６番、安部都議員。 

○６番（安部都議員） 

皆様こんにちは。安部でございます。それでは質問を開始いたします。２つ大きな項

目がありますので、１問目、子ども、子育て、教育支援策と安全対策についてお聞きい

たします。幼児教育、保育の無償化を実施する改正子ども子育て支援法が成立をいたし

ました。消費税増税に合わせ今年１０月より施行をされます。政府は、対象者を年間３

００万人と見込み、子育て世帯への支援を実施する予定ですが、多くの課題が山積して

おります。また、子育て支援策として、全国で小中学校の給食を無償化する動きが広が

っています。よって次のことを質問いたします。１点目、幼保無償化が施行されるに当

たって、本町の財源など含め、お考えをお聞きいたします。２点目は、施行に当たって

の町の課題が何か予測されるのかお伺いいたします。３点目は、全ての子供に平等に対

応するのが望ましいことですが、保育の質の安全性の問題も指摘されます。国の基準に

満たない認可外保育所も無償の対象とされますので、本町での対象が今後どれくらいの

見込みになるのかお伺いいたします。４点目は、小中学校の給食無償化の考えはないの

かお伺いいたします。５点目に昨今、保育所の園児や学童の命と安全が脅かされる交通

事故等が全国で多発していますが、交通事故防止などの撲滅のための町の対応策につい



てお考えをお聞きいたします。 

大きな２点目です。高齢者が幸せを感じるまちづくりについて。本町の高齢者は１万

４８８人で高齢化率２５％となっております。年々少子高齢化のピークに近づいてきて

います。お年をとられた方々から依頼や願い事をされますが、その１つに高齢者の生き

がいとなる居場所を作って欲しいと懇願されます。ほとんどがひとり住まいの高齢者で

すが、そんな高齢者は毎日どこかに出かけ、一見お元気そうだと拝察いたしますが、し

かし、いざとなったら不安、寂しい、ゆっくり話し相手ができる居場所が欲しいという

声をよく耳にいたします。特養待機者等も含め本町でのひとり住まいや老老介護をされ

てる方に対し、安心していつでも自由に行きたい時に、ゆっくり過ごせる拠点場所とし

て、空き家等利活用または待機者の居場所づくり、幸せづくりのお手伝いができないか

と考えますが、町の見解をお聞きいたします。答弁よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）   

それでは、安部議員の御質問にお答えをいたします。１番目４点目の御質問につきま

しては、所管をしております教育委員会から回答いたします。私の方からは、そのほか

の御質問に対しましてお答えをいたします。まず１番目１点目でございます。幼保無償

化に対する財源を含めた町の考え方という御質問でございます。この幼児教育、保育の

無償化は少子化対策の一環として、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ること、また、

生涯にわたる人格形成への基礎を培う幼児教育が非常に重要であるということから新た

に制度として発足したものでございます。費用負担につきましては、これまでと変わら

ず国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１を負担することになりますけれども、令

和元年度につきましては、無償化に伴い新たな負担増となる費用に限り、国が全額負担

するということになっております。令和２年度以降は、今年１０月に引き上げられる消

費税増税分が町にも配分されるため、国の見解といたしましては、町の新たな費用負担

は発生しないとのことでございますが消費税増税分がどれくらい入ってくるのか。また、

どれだけ子育て支援施策に充てることができるのか、見えてこないところでございます。

本町におきましても、幼児教育、保育の無償化は、子育て世代にとって大きな経済負担

の軽減策で少子化対策に通じる施策であると考えております。また、無償化となる施設

やサービスが多岐にわたっておりまして、利用者の多様な働き方にも対応できることか

らしますと、今後ますます保育ニーズは増えまして、その分費用負担も増えていくので

はないかというふうに考えております。 

２点目の幼保無償化の施行に伴う町の課題は何なのかということでございます。無償

化に伴う町の課題といたしましては大きく２点ございます。まず１点目は、先程申し上

げました費用負担の増加でございます。もう１点は、それを制度化してやり始めますと、

無償化に伴う事務の増加があります。この２点です。無償化の対象となる施設やサービ



スが、保育園、認定こども園、幼稚園等に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファ

ミリーポートセンター事業、障害児通所サービス等多くの分野にわたっておりまして、

町が無償化となる実務を担わなければならないわけでございまして、そしてまた、さら

に厳しいのは施行日までの準備期間が非常に短いというところが、事務の増加の要因で

ございます。具体的にはシステムの改修や例規の整備をはじめ、無償化となる対象施設

の把握と確認申請の受理及び審査、予算の計上。さらには無償化の対象となる世帯への

周知並びに認定申請の受付と審査など、わずか４か月足らずで準備を完了しなければな

らないということでございます。また、施行後におきましても、施設やサービス事業者

からの利用料の請求受付をはじめ、給付事務が新たに発生するなど、継続して事務量が

増大することが見込まれておりまして、人員体制についても、もう一度検討しなおさな

ければいけないのかなと危惧しているところでございます。 

３点目の認可外保育所の対象見込みについての質問でございます。町内の認可外保育

所につきましては把握できております。しかし、町外の認可外保育所に通われている世

帯の把握については、まだこれからの作業でございます。無償化の対象になると思われ

る認可外保育所につきましては、届出先である県におきまして現在精査が行われており

ますので、決定次第に周知を図り、認定申請をしていただくことになるかと思っていま

す。よって認可外保育所の対象見込みについてはこれから試算を行う予定でございます。 

続きまして５点目の園児や学童の交通事故防止と撲滅のための対応策ということでご

ざいます。最近の対策といたしましては、重要な通学路における歩道と車道の分離が難

しい道路の歩道相当部分にはグリーンベルト、つまりカラー舗装ですね。こういったも

のを施工いたしまして見えるようにしております。車のスピードを３０キロ制限という

ことでゾーン３０や交差点区域内に色付けを行って、運転者への意識づけを行っている

ところでございます。今後も学校、自治会、コミュニティなどの各種団体等の要望を踏

まえまして、安全対策につきましては積極的に行っていきたいと考えております。また、

今回の事故後すぐに、歩行者の立場として不慮の事故に巻き込まれないよう、各施設に

おいて安全対策の再点検や外出時にはなるべく歩道整備された道路を歩くなど、各学校、

保育園等にさらなる啓発を行っているところでございます。それと同時に、運転者に対

しても交通ルールの徹底、運転マナーの向上といったものを、交通安全運動などを通し

て啓発活動をしているというような状況でございます。 

続きまして２番目の御質問でございます。高齢者が幸せを感じるまちづくりについて

という御質問でございます。本町では６５歳以上の高齢者に対しまして、住み慣れた地

域で生き生きと自立した生活が続けられるよう、さまざまな事業を展開しております。

今回の高齢者の生きがいとなる居場所づくりとして、町内２１か所で開催されておりま

すが、いきいきサロンがその一翼を担っているというように考えております。その活動

に対しまして、町が必要な支援を行っております。このいきいきサロンは、地域の住民

が主体となって、高齢者の閉じこもり予防や交流を目的といたしまして、地域のボラン



ティアがお世話役をしていただき、月１回以上定期的にレクレーションや体操、講話な

どを行う場となっているところであります。また、各サロンは現在公民館等で開催され

ておりますが、利用者が歩いて集まれる範囲で費用が掛からず、定期的に使用ができて、

気楽に集まれる会場の１つとして、議員おっしゃっている空き家の利活用は１つの有効

活用としての手段と考えているところであります。しかし、空き家の状況や所有者が不

明等、課題も多くあります。そういうことから、今のところはまだ現実的には考えてい

ないということございます。今後これらの課題が解決されたところで適切な場所があり

ましたら、サロンは住民が主体となって運営されている場所でもありますから、空き家

を使用していただくということも可能であると考えております。いきいきサロンのよう

な居場所づくりは、今後ますます増える高齢者に対しまして非常に大切なことだと考え

ております。また、本年２月に設置をいたしました支えあい「ながよ」推進協議体が中

心となりまして、既存のサロンの抱える課題の解決に取り組むことによりまして、現在

の活動が維持をされ、さらに内容の充実や拡充を図っていきたい、そういうふうに考え

ております。私の方からは以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

では、安部議員の１番目４点目の小中学校の給食無償化の考えはないかの質問にお答

えいたします。学校給食に係る経費につきましては、学校給食法で規定されており、学

校給食の運営に必要な施設設備の整備費、そして調理従事員等の人件費については、学

校の設置者が負担し、それ以外の経費である食材料費等については、保護者の負担とな

っております。現在、小学校月額４,１００円、中学校４,７５０円の１１か月分を保護

者に御負担いただいております。小中学校の学校給食費を無償化するためには１年間で

１億５,０００万円程度の費用がかかり、新たに大きな財政負担を伴うことになります。

学校給食の運営に必要な施設設備の整備費も老朽化に伴い多額の費用が必要になります。

これからも、これらを踏まえて、食材料費につきましては今後も保護者に負担していた

だくよう考えております。今後も献立内容の工夫や安価な食材選定等により、栄養価を

満たしながら児童生徒に安全安心でおいしい魅力ある給食を提供していきたいと考えて

おります。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

それでは再質問に移らせていただきます。この幼保無償化施行なんですけれども、国

の方では幼稚園就園奨励費補助金として７０１億円計上がされております。そこで、認

可保育施設は全国に３万４,０００か所の２６１万人が通っております。これは、もう

すぐ１０月からですので執行４か月となりましたけれども、この条例などいろんな形で



さまざま事務的な作業があると思いますが、その辺り準備は進んでいるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

５月１０日に可決、成立をしまして、１７日に公布をされたところではございますが、

昨日、内閣府の方からの説明会がございまして、通知書等一式をいただいたような状況

でございます。通知が来る前にも、案という形で何度か来てはいたんですが、来る度に

少しずつ少しずつ内容が変わっているような状況でございまして、案の状態で来ている

状況に合わせて、準備を進めているといいますか、実質はまだ何も進んでいないような

状況でございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

それではもう４か月ぐらいしかないわけなんですよね、施行までには。そしたらそれ

までにいろんな形で条例作ったり、それぞれのところ把握したりということになります

が、どういった事務的な作業が待ってるのか、今からその準備として、していこうとい

うふうな段階で思ってらっしゃるのか、その辺りいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

先程町長の答弁にもございましたとおり、システムの改修、例規の整備、あと無償化

の対象となる施設の選定、それから施設の方から各市町の方に確認申請ということで届

け出をしていただくことになっております。それの受理と審査、それから公示をしなけ

ればなりません。あとは、無償化の対象となる世帯の選定、それから、まずは周知の徹

底を図るというところと、あと、どれだけの予算が必要になってくるか予算の計上も詰

めたところはこれからになってこようかと思っております。昨日いただいた資料の中に

工程表のモデル、これにもまだ案がついたままではございますけれども、一応６月から

住民利用者への周知、事業者への説明会の開催からスタートしまして、９月までの間に

スタートするというような工程表が組まれております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

この認可保育所、幼稚園、こども園の利用料の無償化というところで、補助金の対象

児対象世帯基準というのはお分かりになってますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 



○こども政策課長（村田ゆかり君） 

今現在の対象見込みの数でございますけども、約１,３００名で試算をしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

３歳から５歳児までが原則全世帯無償、それからゼロ歳から２歳児までは低所得者世

帯に限られておりますけども、先程答弁で１,３００世帯というところなんですが、そ

の辺り幼稚園、認可保育所、認定こども園で何園ずつか分かれば教えてください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

長与町内に限らせて言わせていただきますと、認可保育園が９か所、認定こども園が

１か所、幼稚園が１か所でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

先程これは消費税増税分というところで、負担をそれに充て込んでいくというところ

で、町の負担というところが、今のところは分からないというとこで、今後、それぞれ

国県町との保育料の助成の割合というのも出てくると思うんですが、先程答弁で町の持

ち出し分、対象児というのが何人ずつになるのか、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

保育園、こども園、幼稚園のほかにも、施設等利用給付費というのが新たに発生をし

まして、認可外保育園ですとか一時預かり事業、病時保育、ファミリーサポートセンタ

ー等いろんな保育に係る使用料というものが無償化の対象となってまいります。園ごと

では、すみません。保育園、認定こども園の分しか待ってきてはいないんですが、町の

負担分でいきますと、無償化になる前に保育料の国の徴収基準額というのがございます

けれども、そこと町の徴収基準額というのは、だいぶん低く設定をさせていただいてお

ります。ですから、料金のところだけで今まで６,５６０万ぐらい町の一般持ち出しが

ございました。そこの部分が１０月以降は国が２分の１、町が４分の１、県が４分の１

ということで、負担割合が、今まで一般財源全てで賄ってたものが４分の１に減るとい

うところもございまして、無償化の対象となる全ての施設等の一般財源の試算をしまし

たら、今のところ、そう変わりはないということで試算をしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 



○６番（安部都議員） 

今のところ、変わりはないというところなんですが、幼稚園１園、認定こども園１園

と認可保育所９園。認可外もあるんですが、認可外はあとからまたお聞きいたしますが、

対象児世帯への周知というのは、いつ頃に、また今後行っていくと思うんでが、いつ頃

までに、その辺りはされる予定でしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

利用されております施設によって、園を通じて申請をしていただく所と、個人が直接

町の方に申請をしていただくものと２パターン分かれてこようかと思いますけれども、

この工程表でいきますと、施設の申請というのがスタートするのが６月ぐらいから認定

の申請期間が始まって８月まで、そして９月までには認定の通知を出すようにというこ

とで来ております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

了解いたしました。かなり切羽詰った。早急に今からしていかなくていけない、把握

もしないといけない、申請もしないといけないし、周知もしないといけないという、か

なり急がれるところで、事務量が負担が大きくなるというふうに思っております。そし

て、施行に当たって予測される課題は、先程２点ほど答弁をされました幼保の負担のい

ろんな増加と事務費のそれぞれの増加というところでありますけれども、保育の形態や

施設の種類によっては、国の制度の対象外となる所もありますけれども、本町ではその

ような対象外になるような施設というのはございますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

まず認可を受けている保育施設に関しましては、間違いなく対象になってこようかと

思いますが、今いわゆる認可外保育施設という所が、まだ線引きが不明確なところがご

ざいます。昨日も町内の施設について、具体的にここがなるのか、ならないのか分から

ないということで、お尋ねをしましたけれども、まだ今のところ答弁をいただいていな

いような状況でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

全国的にＮＰＯ法人としまして森の幼稚園などが、無償化の対象外になるというとこ

ろですけれども、森の幼稚園も２,０００人が全国で今利用されておりますが、やはり



子供たちによっては、そうやって本来受けるはずであろう無償化ですよね、公平的に受

けなければならないような、そういったところまでも、今、対象外になってくるという

ところで、県は、対象から漏れる子供たちも利用料の半額を独自補助をする方針という

ような回答がしております。これは新聞にも載っていたんですが、今後このように無償

化になると、やはり子供たちも保育園、幼稚園の要望が多くなるでしょうし、施設自体

も増えていくと思うんですが、このように対象外の所も、このような県が独自補助をし

たいというような形でおっしゃられておりますが、そのような場合、県との協議の上、

町としては、協議の上、補助するべきという考えはあるのでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

今、先程県の方が対象とならない施設も半分補助をするというお話がありましたが、

各市町の方には、そういった通知はまだ来ておりません。ですから、また対象となる施

設かどうかというところの判別も、まだよくついていないような状況でございまして、

今の段階ではまだ申し上げられないというところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

そうですね。これから調査、研究をされていくと思いますので、県は、本当に、この

ようなことで半額補助したいというようなことで載っておりましたので、その辺りはま

た精査していただいて、今後検討していただきたいところであります。それから課題の

２つ目が、無償化となる保育所、また保育士不足が挙げられると思いますが、ますます

深刻になると思います。認可施設の空きを待つ待機児童は全国で約今２万人いると言わ

れておりますが、本町での待機児童は現在のところどのくらいなのか教えてください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

毎年４月の待機児童の発表がございますけれども、今まだ集計中で公表されておりま

せんが、本町の４月１日時点での待機児童は今年はゼロでスタートをいたしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

じゃあ今のところはゼロというところですね。ほとんどの子供たちが、望む園に大体

入ってるというところでしょうか。また、途中で、今後このように１０月から変わって

いきますので、人数的には増える可能性もあるわけですね。そこで保育士不足ですが、

全国で保育士資格を持つ１１９万人のうち、働いていない潜在保育士の方たちが７０万



人いると言われております。この潜在保育士の方たちも、やはり職場復帰するための掘

り起こしが必要となりますが、そこのところ給与の処遇改善なども必要と思いますが、

その辺り町の考えとしてはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

本町におきましても、３０年度は、施設整備は整ったものの保育士の不足の部分があ

りまして、待機が発生をしていたところでございます。今年度につきましては各園の努

力もありまして、長与町の方は保育士の確保も一定できているという認識でございます。

あと、昨年子ども子育て支援法の改正がありまして、長崎県内に待機児童対策協議会と

いうものが今年５月にやっと発足いたしまして、そこの中でも、保育士の確保というと

ころは、県内どこの市町も課題に持っているということで、ここの協議会の中でも対策

について今やっと検討が始まったような状況でございます。処遇改善につきましても、

毎年、処遇改善が行われておりまして、今年も４月１日で１％の処遇改善がなされてい

るところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

そうですね。今年４月から１％３,０００円ほどですか、処遇改善されアップされた

と思いますが、それでもまだその３,０００円ぐらいでは、なかなかやはり満足なベス

トな状態でありませんので、今後、保育士の働く環境改善をしていくべきだなというふ

うに思います。それから３つ目の課題がございますが、本来なら幼稚園または認定保育

園や保育所などに通うべきはずの子供たちが本町でもいるはずなんですが、その３、４

歳児の無園児や未就園児などが多分いらっしゃると思うんですが、その辺り本町として

把握をされてますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

未就園児の調査につきましては正式なものというのはございませんが、３歳児健診で

あるとか、就学前健診のときに、今現在の就学園をお尋ねをさせていただいております。

あと人口の方からも算定をいたしますと、４歳５歳については、ほぼどこかの園に所属

をしているような状況でございます。３歳児については１０名程度、どこに就園をされ

ているのかが分からないというところなんですけど、認可外保育園や事業所内保育園な

ど、そういう所に就園されてる子供というのが、町の方を経由しませんので分からない

ところがございまして、３歳児に限っては１０名ほどが就園の確認ができてないという

ところでございます。 



○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

そうですね。北里大学の医学部の調査で、結果やはり社会的な不利な家庭とか低所得

者や多子家庭、他国籍または疾患を抱えた子供で未就園児が非常に多いというふうな結

果、調査が出ておりますので、その辺り本町としても、潜在的に現われていないところ

もある、分からないところもあると思うんですね。その３歳児に関しては、そういうふ

うにいらっしゃるというところなんですが、全国で３歳児で８.９％、それから４歳児

で２.７％、５歳児で１.９％の未就園児が今現在いるというふうに言われております。

その辺り、今後、掘り起こしも必要じゃないかというふうに思っております。それでは、

そういったところの子供たちも、今後掘り起こしをして、調査をして、そしてまたその

幼稚園や認定保育園、こども園や保育園に就園させるような促しもしていかなくていけ

ませんが、今後、そのような対策としてはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

今回、３歳児から無償化になったということは、要するに幼児教育が非常に大切だと、

教育のスタートが幼児教育だということで無償化の対象になってきたわけですけれども、

これは義務教育とは違いまして、保護者の一定選択によるものだと認識をしております。

ですから３歳児健診のときにも、来年から入園ですかということをお尋ねするわけなん

ですけれども、やはりお母様方の中には、うちの子供は小さく生まれてきたから、やっ

ぱりちょっと来年からはまだ厳しいと思ってますという方もおられますし、自分がまだ

仕事をしないので、近くに実家もありお父さんお母さんもいらっしゃるから、まだあと

１年は自分が見ようと思ってますという方も中にはいらっしゃいます。そういう方たち

に、町の方から就園の促進を、今しませんかということだったんですが、そこの家庭の

御事情に合わせて、就園というのは決められていってもいいのかなと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

分かりました。質の高い幼児教育は、社会性や忍耐力を伸ばすという、成人になって

からでも大変影響を与えて重要な鍵であるというふうに言われておりますので、その辺

りはやはり幼児教育を受ける機会の公平性の担保を今後も進めていっていただきたいと

思っております。それから認可外保育所の件ですが、認可保育所に入りたくても入れな

い方たちが、やむを得ずに高い保育料を支払って、子供を預けなければならないという

ような現状も起きております。そしてまた夫婦働いても奥さんの方は全部認可外保育所

の方に、例えば５万とかから１０万とか払ってもう全部保育所に全部つぎ込んでるよっ



ていうような御家庭もいらっしゃるんですけれども、この国の基準を満たさない認可外

保育所の経過措置として５年間は国が補助する予定ですが、この辺りこの５年間に補助

する、認可外保育所に対する規定とかその基準、月額、分かれば教えてください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

認可外保育所の保育料につきましては各施設が個別に決定をするものですので、各施

設の保育料が幾らというところは今のところ把握はしておりません。あと基準につきま

しては、認可外保育所の基準というのも一定定めがございまして、これに則った所が本

来は無償化の対象ということになるべきところでございますが、今、実際に認可外保育

所で基準を満たしてないという所も長崎県内見ましたら多数ございます。それで５年間

の経過措置ということで、あとは認可をしている県の方が毎年指導監査に入って質の向

上を図るというところで、町と県の役割分担という形で、認可外保育施設の指導につき

ましては、一定県の方で、町もそのときは一緒に同行して施設の確認をするという形で

進んでいこうかと思います。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

認可外保育所に関しては、３歳から５歳児が月３万７,０００円、０歳から２歳まで

が月４万２,０００円の国からの補助が出るというところでありますが、そこに国の基

準を満たさない認可外保育所、今後増える可能性もあるとも思いますが、現在のところ

はゼロ件というところでよろしいですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

今、長与町内に認可外保育所と言われる所が２か所ございます。１つは幼稚園の併設

型で、１か所が企業主導型でございます。企業主導型の方は補助のルートが違いまして、

町を経由しないということで町は関与いたしません。申請も町を通さないような、保育

の必要性のところだけが町が関与するという形になっております。そしてもう１つの幼

稚園の併設型っていうところが、まだ認可外保育所の対象になるかならないかがはっき

り分かってないところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

２か所というところでした。そこのところで、企業主導型の方は町の対象外、関与し

ないというところですね。１園あるんですね。そこで、昨今、認可外保育所で乳幼児が



亡くなるというような痛ましい事件も起きておりますが、安全面の質の確保が大変重要

となってきます。この辺り本町の指導というものはどのように行っているんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

先程申し上げましたように、認可外保育施設の認可指導につきましては県の役割と一

定なっております。もちろん本町の方も一緒に指導監査のときには伺いをさせていただ

いていて、一定施設の確認や保育士の確認等はさせていただいております。ただ、今現

在長与町内にあり認可外保育所の対象の子供たちというのがゼロから２歳の子供なんで

すね。ですから今回の無償化の対象の子供である３歳から５歳の子供が今はいらっしゃ

らないような状況です。当然、ゼロから２歳の非課税世帯は対象になってこようかと思

いますけれども、今先程言いましたように幼稚園の併設型というところが対象になるか

ならないか分からないということで、あと町外の認可外に行っている子供というのが本

当に町でまだ今つかめてないというような状況でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

全国に今現在、６,５００か所１６万人が認可外保育所に通っております。監督基準

も満たない認可外保育所もあるというところで、その辺りやっぱり重大な事故が起こさ

ないように、今後もしていかなくてはいけないんですが、本町にはそのようなところで、

県の指導で行ってるというところですが、事故はいつ起きるか分からないところで、国

の方が２０１７年度から指導員の配置を各自治体に促しているんですけれども、と言う

ことは、これは県の指導員の配置というところで認識をしてよろしいでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

今の安部議員が言われた指導員というのは県の方で配置をするようになってるかと思

います。それとは全くに別なんですけれども、巡回支援というものを長与町の方も独自

にやっておりまして、認可外保育所の方にも行かせていただいて、いろんな研修会とか

一緒に御案内をさせていただいているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

研修会にも参加されてるというところですけれども、その辺りも県と共同で見守りを

していただきたいなというふうに思います。この３歳から５歳児世帯の無償化に関しま

しても、世帯の所得に関係なく裕福な高額世帯も、その無償化の対象になるというとこ



ろで、国の方でもさまざまな議論がされ、格差が出るのではないか、不公平さが出るの

ではないかという、そういった意見も出ております。一定額の範囲で補助するというと

ころで、また５年間措置なんですが、今後その全額負担の可能性も残りますけれども、

町として、その後の見解というのはどのようにお考えになってるでしょうか。５年後。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田子ども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

認可外の保育施設は５年間経過措置がございますが、施行後２年目をめどに再検討す

るということの項目が１つ設けてあります。あと、国県市町、関係者でも協議をするこ

とも盛り込まれております。５年後どうなるかということですが、まずはその２年目の

ときに、一定の精査は行われてこようかと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

そうですね。そこのとこはやはりいろんな形で議論されていくと思うんですけども、

やはり不公平性がないような形で行っていただきたいと思いますが、利用料の無償化は

減額になっても、給食費や送迎バスなどの無償化にはなりません。この辺り保護者の負

担が増えるのか増えないのか、その辺りいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

元々利用料の中に食事代は入っておりまして、副食費に関しましても収入が年収３６

０万以下の方を対象に免除となるような方向で、今話を進めている状況でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安倍議員。 

○６番（安部都議員） 

３６０万円以下の方たちには補助というところで、今協議をされてるというところで

すね。その辺り、低所得者世帯もかなり無償化になったとしても、やはり子供たちの送

迎バスとか給食費など、結構、多人数の子供たちがたくさんいるところは、やはり負担

も大きくなりますので、その辺りは助かるというふうに思いますが、今後もよろしくお

願いします。 

それから小中学校の給食無償化の考えでありますが、この辺り学校給食法では保護者

負担というふうな形でなっております。しかし、これを無償化というのは自治体の判断

で実行ができるというふうになっておりますので、例えばネグレクトや貧困の家庭を支

援するために、今後、全額無償化または半額無償化というところで実施をしていくべき

ではないかと思いますが、再度お聞かせ下さい。 



○議長（山口憲一郎議員） 

宮司教育総務課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

現在、準要保護世帯に関しましては、町の方で給食費の方は補助いたしております。

ネグレクトに関しましては、現在のところ収入によって準要保護世帯、要保護世帯等に

値する御家庭であれば、無償の対象になっているという状況でございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

そういったネグレクトの家庭は、なかなか家では食事をすることができない、給食が

唯一の御飯なんだという子供たちもいらっしゃいますので、その辺りやはり、その対象

となるというところで調査をされるわけですね。その辺りは親御さんとの連携はどのよ

うになってるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

お答えいたします。給食費の課題とネグレクトにつきましては、ネグレクトの家庭が、

今話がありましたように、いわゆる準要保護家庭である場合もありますし、そうでない

ケースもあります。食事等のことにつきまして、また別問題だと思っていまして、それ

については学校の方でも十分調査をして、様々な関係機関と協力をして食事が絶えない

ようにというふうなことで対応させていただいてるところでございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

様々な、そのような協議をして取り組みされてるというところで、今後もよろしくお

願いします。例えば、先進地の群馬県では３５市町村のうちに全額無償化が１１市町、

それから一部無償が１４市町村行っております。それから伊勢崎市では小中学校の在籍

する第３子以降が全面無償化です。それから佐賀県の神埼市では、中学３年生と小学６

年生、ちょうど節目のとき、１番栄養価が必要なときに、この小学、中学校の無償化と

いうような取り決めもされてるわけなんですよ。だから先程答弁で１億５,０００万掛

かるというふうにおっしゃってましたけれども、いろんな形で、全てじゃなくても、こ

の時期にはもう無償化にするとかいうふうな取り組みもされますので、その辺りも検討

をしていただきたいというふうに思います。それから、園児、学童への交通事故等の撲

滅対策でございます。５月８日の滋賀県の大津市、それから５月１６日千葉県の市原市

での園児の痛ましい交通事故が起きております。本町での、この３年間で園児や学童の

交通事故等の件数というのは分かりますでしょうか。 



○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

お答えいたします。まず我々の方で把握してる分になりますが、中学生までの子供と

いう形での交通事故の件数でございますが、平成３０年度におきましては１件、２９年

度におきましては５件、２８年度におきまして６件という形で把握しております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

１件、５件、６件というところで、子供たちが事故にあってるわけですね。保育園児

などは、保育士に連れられてよく散歩している姿を見受けられます。この交通事故など

もそうですが、他人事ではございませんので、この危険箇所調査、それぞれの所行った

のか、町としてはどのくらい把握されてるのか、お答えください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中村秘書広報課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

危険箇所の要望等につきましては、秘書広報課の方に毎年上がってきております。小

学校区で５区全て上がってきておりまして、担当課の方に危険箇所の点検をしていただ

いて、それから回答するようにしております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

交通事故に対しましても、例えば、児童、学童、そしてまた園児たちが散歩する所、

学童のそれぞれの子供たちが通る所、そういった所に歩道などに車止めや縁石、ガード

レール、無い所もあると思うんですが、その辺りは把握はされてますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

まずソフト面的な立場で地域安全課所管でお答えさせていただきたいのが、まず保育

所に対しまして、警察署の方から、事故後すぐに時津警察署、こちらを通しまして、各

保育園の方に、安全対策の充実を図るようにということで警察の方から指導をさせてい

ただいているというのが、我々の立場でございます。また、当然でございますが、先程

の関連でいきますと、秘書広報課長の方から話があったように各学校区で危険箇所点検

含めまして、通学路の安全対策としましては、教育委員会の方から早速翌日に対策会議

等開きまして、指導の方させていただいたという状況でございます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 



安部議員。 

○６番（安部都議員） 

安全対策というところで、いろいろなソフト面からでも対応されてるというとこなん

ですが、先程も同僚議員からガードポールなどの設置の質問をされておりましたけれど

も、部長からも前向きな、それぞれ検討するというそれぞれ調査をするというところで

すけども、やはり園庭や遊ぶ所が無い施設などは、やっぱり園外から出て、それぞれ散

歩に出て、危ない危険箇所を道路をやはり通っていかなければならないというところで

ありますけれども、これは幼児対象ですけども、学校はスクールゾーンというところで

ありますが、幼児対象としてキッズゾーンというところを設置したらいかがかなという

ふうに思いますが、その辺りは、どのようなお考えになるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩を解いて、会議を再開します。 

日名子建設産業部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 

お答えいたします。キッズゾーンにつきましては、道路についてキッズゾーンを設け

るのか、それとも場所的広場的なものでキッズゾーンをというものを設けるのか、それ

については今後研究ということで、そちらの方も研究していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

子供たちが安全に歩道で散歩するときに行かなければなりませんので、その辺り、や

はり子供たちのキッズゾーンというのがあったら、スクールゾーンはともかくキッズゾ

ーンというのがあれば、また、保育士なども子供たちを庇うために外側に立って、ずっ

と援助をして歩いている所がありますけれども、やはりそういった所があれば、なおさ

らのところ安全対策にもなるのではないかというふうに思いますので、お願いいたしま

す。それから、学童の事故と言いましたら、先日神奈川県の川崎市のバス停で、登校中

の学童の凄惨な殺傷事件など起きております。本町も幼稚園のバスや障害児を乗せたス

クールバスなどが往来をしておりますけれども、この子供たちへの交通ルールの対策、

そしてまた意識啓発や大人に対しても、このようなところで注意喚起が必要だと思いま

すが、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮崎地域安全課長。 



○地域安全課長（宮崎伸之君） 

議員の御質問にお答えします。まず、私ども所管におきましては基本的に大人の方と

いう形になりますが、先程最初に申しました子供たちに対する殺傷事件の問題がありま

して、当然でございますが、登下校時の防犯パトロール、見守り活動につきましては、

我々の方でコミュニティであったり、ボランティアといった団体を多く抱えております。

そちらの方で、当然、総会時に話をすぐさせていただきまして、協力体制のお願いをさ

せていただいたところでございます。また、当然交通安全の部分になりますので、我々

通常でございますが、年に４回の交通安全啓発のパレード、これは年間３６日間やって

おります。それにつきましては飲酒運転の追放のキャンペーンであったりとか、あと交

通安全啓発につきましては長与町のさわやか作戦ということで、昨年度はイオンタウン

の方で、交通少年団も含めました長与町のＰＴＡの母の会というところもございまして、

あと安全協会等いろいろな団体を含めまして、啓発活動をさせていただいております。

また、警察署におきましては、今のような交差点の交通関係の事故も含めまして、交差

点の取り締まり、巡回の強化をしていただきました。それと高齢者の事故防止も含めま

して、夜間パトロールであったり、認知症の体験の講習会、そういうものを開いていた

だきまして、警察署としても安全対策、防犯に努めていただくように、それぞれの団体

の方にお願いをしている状況を、大人の部分ではございますが、事件後も数々の団体に

お願いしているところでございます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

そうですね、団体。それぞれのところで地区に、大人対策としても、それぞれ呼びか

けているというところで、子供たちにも広く伝わっていくというふうに思いますが、安

全対策としても、やはり子供たち、このような事故はやっぱりバス停とか横断歩道など

でよく車から追突された。またこのように殺傷事件が人間がする事故もありますので、

殺傷事件が起きたりというふうな形で、大変予期せぬ事故だと思います。そのときに対

応策として、子供たち、児童は特に、児童で並んでいるときなんかに、例えば本町でも、

子供たちが緊急時にかばんに着けている防犯ベルがあると思いますが、そういったとこ

ろで、本町のその防犯ベルは全員全校に無償で渡されてるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

お答えいたします。防犯ベルにつきましては、小学校入学時に渡しております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 



交通事故だけでなくて、交通事故がその辺であったときにその防犯ベルで知らせる。

そういった緊急時を知らせるというときも、やはりそういう物が、防犯ベルがあったら

活躍できるわけですよね、すぐにですね。そういった事故があったときには、やはり子

供たちも動揺しますので、なかなか、先日の事故も声を上げることができなかった、動

くことができなかったというところで、いろんな問題がありましたので、１年生に無料

配布というところですが、なおさら低学年にもそのように手がすぐ届く位置になければ、

それも利活用ができないわけですね。かばんの後ろに着けていても、なかなか手が届か

ないというところで、そういったところで注意をしていただきたいなと思います。親御

さんへのそのような対応、交通事故が起きましたよ、事故が起きましたよというような、

即座にリアルタイムでメールなどで保護者に他県ではすぐにメールが届くような発信を

されておりますが、本町では、そのような保護者への対応というのは出されているんで

しょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

お答えいたします。まず、交通事故が起こって即座に学校の方に連絡があったり、あ

るいは、教職員等がどうにかして、その情報を掴んだ折には、保護者の方とすぐに連絡

を取るようにしております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

このようにメールで即座に、各保護者にいろんな事故が起きたときにはメールで行く

ような形で、そういったシステムを導入をされてる学校はたくさんありますので、そう

いったことも導入をしていくべきではないかなというふうに思います。例えば、登下校

通過時刻メール配信などで、例えば児童見守り安心システムというのがあって、こうい

ったものを学校につけておけば、子供が来てませんよとか、すぐ知らせるわけですよね。

何時何分に子供が登校しましたよとか、そういうことになりますので、そういった面も

導入をしていただきたいと思います。 

それから、高齢者の幸せ感じるまちづくりについて質問をいたします。現在、おひと

りでお住まいの高齢者世帯は、どのくらいかお答えください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田福祉課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

平成３１年３月末時点の数字になります。あくまでもこれは住民記録上での数字とい

うことですので、参考値ということで御承知おきください。ひとり暮らし高齢者の数は、

１,２６５名ということになっております。 



○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

１，２６５名というところですが、それでは昨年、おひとり住まいの高齢者の死亡者

数というのはお分かりになりますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田福祉課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

おひとり暮らしの方の亡くなられた方という数字につきましては、こちらでは把握は

していない状況でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

把握をされてないというところですけれども、やはりひとり住まいの高齢者の方たち

は、だれにも看取られないで、やはり亡くなっていくケースもかなり多いというふうに

思っております。それから、そういった対策も今後講じていかなければなりませんが、

県内では、例えば特養待機者が３,５６２人いらっしゃいますが、要介護３以上が１,３

１５人です。９月議会で待機者は２５０人と回答されておりましたが、今のところでは

どのくらいいらっしゃいますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

堀池介護保険課長。 

○介護保険課長（堀池英二君） 

お答えいたします。平成３１年３月末時点で、宿泊型施設の事業所の待機者になりま

す２箇所以上の申込者の重複を含めて１３５件であります。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

１３５件というところですが、地域密着型広域を含めて、この数字でしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

堀池介護保険課長。 

○介護保険課長（堀池英二君） 

お答えいたします。密着型も含めての数になります。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

安部議員。 

○６番（安部都議員） 

県は特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームの整備に約１,４００人分を



今度確保したいというふうに答弁されておりますが、本町では待機者に伴って、認知症

高齢者対策やグループホームの建築など、構築は、予定はいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで安部都議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で、１５時３０分まで休憩します。 

（休憩 １５時１６分～１５時３０分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順５、金子恵議員の①投票率向上に向けた取組について。②環境への取組につい

ての質問を同時に許します。 

９番金子恵議員。 

○９番（金子恵議員） 

それでは早速、質問の方をしたいと思います。①投票率向上に向けた取組について。

今年４月に行われた長崎県議会議員選挙の低投票率、また、長与町議会議員選挙の無投

票という結果は、住民の政治離れが明確になったのではと危惧しています。しかし、こ

れに関しては様々な要因が考えられ、一概に行政の取組だけで打開策に繋がるとは考え

ておりません。議会に身を置く立場として、私たちも反省し今後一層の議会改革を進め、

住民のためのより開かれた議会のため邁進する責任があるというふうに感じております。

全国的にも若者の政治離れ、投票率の低下、高齢者や交通弱者への対応など、行政側と

議会が両輪となり、結果を検証し、投票率向上のための対応策を講じていかなければな

らないというふうに思っております。また、将来の本町の行方を考え、現時点からの主

権者教育の必要性も当然のこととして継続していくことが重要であるという考え方の下、

以下の質問をいたします。１、全国的に様々な取組がなされているが、本町における対

策はどのようなものか。２、高齢者や交通弱者への対策はどう考えているか。３、若い

人たちへの投票率向上に関しての取組はどうか。４、主権者教育の必要性への見解を伺

う。以上４点を中心にお伺いいたします。 

②環境への取組について。地球温暖化が進む中、自らできる３Ｒ活動、リデュース、

ごみの発生抑制、リユース、再使用、リサイクル、再生利用を実践し、地球環境に負荷

をかけない持続可能で豊かな循環型社会の形成が求められています。しかし、地球温暖

化は人災であり、私たち一人ひとりがほんの少し意識を変えるだけで変化を生むことが

できるのではないかというふうに思います。そのためにも１番身近なごみ問題に関し課

題を共有し、日々実践していく取組が重要になってくるのではないかと考えています。

長与町一般廃棄物処理実施計画の中で、今年度に実施する一般廃棄物処理の計画を体系

的に示していますが、計画に沿った対策を講じ住民、事業者への啓発を行うとともに、

連携を図り環境美化へ取り組んでいくことが必要ではないかと考えています。そこで、

以下の質問をいたします。１、ごみ減量化は喫緊の課題として様々な場面で協議されて



います。現状と課題を伺う。２、不適正なごみの排出、不法投棄防止に向けた方策、実

績を伺う。３、食品ロスの削減、マイクロプラスチック問題の考え方を伺う。以上３点

を中心にこちらの方もお伺いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、今日最後の一般質問者であります金子議員の御質問にお答えをいたします。

１番目の御質問につきましては所管をしております選挙管理委員会から回答いたします。

私の方からは２番目の御質問につきましてお答えをさせていただきます。２番目１点目

のごみの減量化の現状と課題という御質問でございます。本町のごみの現状でございま

すが、燃やせるごみの排出量につきましては、平成３０年度の年間量といたしまして、

おおよそ９,８００トンがクリーンパーク長与に搬入され処理をされております。また、

粗大ごみ、ペットボトル、缶、びん類、容器包装プラスチックなどが燃やせないごみと

いたしまして、おおよそ１,３３０トンとして時津クリーンセンターにおいて処理をさ

れておるところでございます。減量化対策といたしましては、増加が顕著な事業所から

の燃やせるごみについて、本年１月より事業所や運搬業者を対象といたしまして、リサ

イクルできる紙類の混入規制の啓発、指導を実施いたしまして、減量化の強化に努めて

いるところでございます。また、一事業所である役場や公共施設などにおきましても、

昨年７月から一層の減量化、再資源化対策を実施しておりまして、おおよそ２４トンの

減量化が図れた状況でございます。今後も一層の減量化に向けて、取組を強化していき

たいと考えております。その中で課題といたしましては、クリーンパーク長与に搬入さ

れる燃やせるごみの量について、焼却量の減量計画に対応した減量化対策が必要であり

まして、生活系の燃やせるごみの適正な分別、再資源化の啓発に取り組んでまいりたい

とそのように考えております。 

次に２点目の不適正なごみの排出、不法投棄防止に向けた方策、実績についての御質

問でございます。不適正なごみの排出につきましては、燃やせるごみの中にリサイクル

できる紙類が混入している現状がございます。この対策といたしましては、先程も御説

明をしたとおりでございまして、事業所や運搬業者への啓発、指導こういったものを行

い減量化に努めているところでございます。また、ごみの検査の結果からですけども、

家庭から出る燃やせるごみに再資源化できる紙類や異物の混入や容器包装プラごみに異

物が混入している状況が目立ってきているために、適正な分別と適正な排出への周知と

理解を深めるように啓発に取り組んでまいりたいと考えております。そのほか粗大ごみ

の拠点回収時に収集できないテレビやパソコンなどが違反ごみとして捨てられている状

況が発生しておりまして、自治会の役員の方々及び町としても苦慮をしている状況であ

りまして、この対策が現在の課題となっている状況でございます。次に、不法投棄でご

ざいますけれども、町内では不法投棄の通報や報告は今のところない状況ですけれども、



対策といたしましては、県と連携をとりましたパトロールの実施、また、きれいなまち

づくり事業の中でも、道路や河川及び各種施設のパトロールの強化を行うとともに、各

種看板の設置及び啓発などを行い、不法投棄の防止や町全体の美化の保持に継続的にこ

れからも取り組んでまいりたいとそのように考えております。 

続きまして、３点目の食品ロスの削減、マイクロプラスチック問題への考え方という

質問でございます。一部のコンビニでは報道でされておりますけども、食品ロス対策と

いたしまして、消費期限が迫っている商品を値引き販売するなどの取組が実施予定との

報道がされております。食品ロスにつきましては、一般家庭や飲食店等での食べ残しや

製造、販売時における食品ロスについての取組が、ごみ減量化へも波及することから積

極的な周知や取組が必要であると考えております。次に、マイクロプラスチック問題に

関する町の考え方といたしましては、まず、私たちができるプラスチック製品の適正な

分別の向上を図るとともに、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの実践を推進し、

マイクロプラスチックの発生の抑制に繋げていくことが重要であると考えております。

現在の本町の取組といたしましては、長崎県と大村湾沿岸の５市５町などで構成する大

村湾をきれいにする会に加盟しておりまして、湾内の浮遊ごみの除去事業、大村湾一斉

清掃事業及び漂着ごみの回収の支援などを継続的に実施している状況でございます。ま

た、先般行われましたけども、町民一斉清掃や長与川一斉清掃や各地域やボランティア

による清掃活動など、町民や事業所の皆様の御協力による活動も大きな抑制活動と捉え

ているところでございます。そのほか河川から海への流出の防止策の１つとして、きれ

いなまちづくり事業により、道路や河川及び地域の美化保全対策として取り組んでいる

ところでございます。このような住民の皆様の御協力や各種活動及び施策により、町全

体の環境の整備や美化はもとより、海洋環境へも繋がる大変重要な活動及び施策である

と考えております。町といたしましては、現在展開している施策を軸といたしまして、

ごみの適正処理や環境整備とともに食品ロスやマイクロプラスチック問題につきまして

も、国や他自治体の取組や知見の情報を収集いたしまして、より町民の皆様へ行動と心

がけに繋がる有効な情報の提供あるいは啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 

私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

辻田選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（辻田壯太郎君） 

９番、金子恵議員の①投票率向上に向けた取組について、（１）全国的に様々な取組

がなされているが、本町における対策はどのようなものかの御質問についてお答えをい

たします。本町における投票率向上に向けた取組といたしまして、選挙時は広報や啓発

チラシ等を活用し、投票日や選挙制度等の周知を図るほか、防災行政無線の活用、町内

店舗での店頭啓発などを実施し、投票への呼びかけを行っております。常時啓発では、

有権者となる高校生に対する選挙に関する講話の実施、成人式やロードレースに合わせ



て啓発等を実施しております。また、住民票の異動がなされていないため、転出先での

投票ができないことから投票率の低下に繋がるという現状を踏まえ、町内の大学と高校

で進学、就職時の住民票の異動について周知、啓発を実施しております。投票率の向上

に向けては、現在の取組を継続していきながら効果的な方策を模索していく必要がある

と考えております。（２）高齢者や交通弱者への対策はどう考えてるのかの御質問につ

いてお答えします。選挙管理委員会といたしましては、高齢者や交通弱者を含め、投票

所に行くことが困難な方への対策は必要であると考えております。そのような中、公職

選挙法では、病院や施設等に入院、入所しているため投票所に行けない場合は、県選管

が指定する施設であれば、その施設内で投票することができます指定病院等における不

在者投票の制度や一定の要件を満たす要介護者や障害をお持ちの方が、自宅で投票する

ことが可能となる郵便投票制度がございます。不在者投票制度等を利用できない場合は、

現在、投票所においでいただき投票をしていただいております。引き続き制度の周知を

行ってまいります。（３）若い人たちへの投票率向上に関しての取組はどうかの御質問

についてお答えします。若年層の投票率向上に向けては、新有権者に対する方策として、

県と連携しながら、北陽台高校の生徒たちに毎年選挙管理委員会による講話を実施し、

選挙制度の趣旨をはじめ、選挙の重要性を理解していただくよう努めております。また

近年、１８歳未満の方への投票所の入場規制が緩和されたことに伴い、未来を担う子ど

もたちの主体的な政治参加を期待いたしまして、積極的に親子で一緒に投票に行ってい

ただくよう周知を行っております。インターネット選挙運動についても制度を周知する

とともに、当委員会が執行する首長選挙、議会議員選挙においては、立候補届に記載さ

れた候補者の Web サイトを公表し、候補者の政策等がインターネットを通じて閲覧でき

るよう、若年層にも受け入れやすい方策として取り組んでおります。引き続き、若い人

たちの選挙に関する意識の醸成が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。

（４）主権者教育の必要性への見解を伺うの御質問についてお答えします。国政選挙、

地方選挙の投票率は全国的に低下しており、特に若年層の投票率は他の世代に比べて低

く、若年層の政治参加が重要な課題となっております。主権者教育については、選挙管

理委員会のほか関係機関において、それぞれの分野における取組がなされることが期待

されているところでございます。当委員会といたしましても、若年層の政治や選挙への

関心を高めることが投票率向上に寄与するものと考え、主権者教育の必要性を感じてい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

では１番目の方から再質問をさせていただきたいというふうに思います。まず移動支

援、そして施設内投票、郵便投票と、今現在取り組まれている方策があるということで

お伺いをいたしました。施設内投票なんですけれども、大体、町内にどのくらい登録が



あるか、その辺りの件数をお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

町内に不在者投票指定を受けた施設は５か所でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

この５か所に関しては、施設的に大きい所というふうになってくるのかと思いますけ

れども、今後ビューテラス北陽台の方に、一応予定としては来年開設されるというふう

には聞いておりますけれども、こちらの方の病院が入院施設が多分１５０床近くあるか

と思うんですね。そういう所への、県の指定とは言いますけれども、町の方からでも今

後の投票率を考えても利用しやすいような環境ということで促していただければという

ふうに思います。次に郵便投票なんですけれども、この郵便投票という仕組みがあるこ

とが、余り実は知られていないっていうのが実態かというふうに思います。実際、１回

の選挙でこの郵便投票というのはどのくらいの方が利用されているのか、そちらは数的

に分かりますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

郵便投票の１回の利用者数ですが、大体８名から９名程度でございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

この郵便投票なんですけれども、たまたま長期不在で長与にいないけれども、行った

先はきちんともうそこに実際いるからということで、この郵便投票、例えば子どもが実

家に帰ります。実家に帰って、そこにきちんと常時いるんだけれども、住所がこっちに

あるから長与町で投票をしなければ、実際行けないんだけれども、選挙期間中にいない。

それを郵便投票を使って投票したっていう事例が実はあるんですけど、この方この郵便

投票の仕組みを知らずに選挙管理委員会の方に行ってお聞きをして、これが実行できた

ということで、この１票が無駄にならなかったという事例の１つなんですけれども、こ

ういうふうに、この良い仕組みっていうのを実際されているのが、住民にやっぱり知ら

されていなかったら、もったいないなという話になるのかなというふうに思うんですね。

この郵便投票というのは、これから先、投票所に行きづらい高齢者の方にとっても、も

う１番の有効な手段なるかと思うんですよ。いろんな移動手段を使うとか、町の方に移

動手段を考えてくださいとか、どうにかしてくださいという前に、郵便投票でまず、ど



うにか対応ができるということで、まず簡単にできる。簡単にできると言うか、システ

ム的にはちょっと面倒な部分もありますけれども、ある程度周知をしたらこの１票の無

駄を出すことなくできるということで、この啓発に関してももっと積極的にされた方が

いいんじゃないかと思うんですけれども、今後取り扱いをどうされるか、お願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

郵便投票制度ですね、不在者投票制度を含めて、現在、選挙前には啓発チラシの方に

掲載をしたところでお配りをしてるところですが、なかなかそこの部分だけで周知がで

きてないっていう御指摘だと思いますので、その辺はちょっと今後検討したいと。郵便

投票制度と申しますのが、そもそも一定の障害の等級を持ちの方と要介護５をお持ちの

方が利用できる制度でございます。議員がおっしゃった、学生が投票を他市町村で行っ

たのは不在者投票制度の利用になるかと思います。この郵便投票制度に関しましては、

投票所に行くことなく自宅で投票ができるというものでございまして、現在は要介護５

の方だけが対象でございますが、現在、国においては、これを要介護３まで広げると、

高齢化社会を見据えたところでの法改正を検討しているというところでございますので、

この辺には私たちも期待をしているところでございます。選挙の周知は行ってまいりた

いと思います。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

混同していた部分があるようで。しかし、この郵便投票、本当しっかりと活用されて

はいかがかなというふうに思います。町内において期日前に投票できる施設というのは

庁舎だけということで、この期日前投票の割合ですね。これ全国的には一応高くなって

きているというふうに言われているんですけれども、本町の動向としてはいかがでしょ

うか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

辻田選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（辻田壯太郎君） 

お答えをいたしたいと思います。確かにもうおっしゃるように全国的に期日前投票率

は年々上がっております。近年の調べでは大体２０.２％、構成率としてですね。本町

では大体２３％、大体全国平均よりも若干上回ってるというのが実態でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

この期日前投票のパーセンテージを聞いて、結局投票率にどう反映しているかという



ところが大事になるかと思うんですけれども、こちらの方が高いからといって、それは

投票率が高いかと言うのは、またそこは違うのかなというふうに思っております。実際

に投票率が期日前が２３％っていうのが、前回の県議会議員選挙に当たるのかどうかち

ょっと分からないんですけれども、こちらの方が長与町が４５％だったということで、

実際にはこの期日前が増えても総合的な投票率が上がらなければ意味がないということ

で、ではこの期日前投票所、これが１番条件で期待されるのが利便性かというふうに思

うんですね。確かに長与町の役場ですから町の中心にありますので、その便利が悪いと

いうふうには思わないんですけれども、よく最近言われるのがついで、何とかのついで、

買い物のついで、そういうことで商業施設にこの期日前投票、あとから出てきますけど、

共通投票所の設置っていうところで実施されている自治体も増えてきておりますけれど

も、こちらの方に対する町の考え方としてはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

お答えをいたします。期日前投票所、確かに現在１か所でございます。これにつきま

して、これまで大学であるとか、過去の質問では長与駅にとか、こういったことが御質

問あり、近年大型商業施設も出来たこともございまして、設営の方については検討をそ

れぞれしてまいっておりますが、御指摘の商業施設に関しては、やはり１番の原因とし

ては近いというところが理由として上げられておりまして、その他もちろん経費的な面

もございますし、人的措置というのもございます。そういったものを総合的に勘案して

今のところ設置を見送っているというところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

辻田選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（辻田壯太郎君） 

議員の御質問の中で期日前投票率が構成上上がったにしても、当日の投票率がどうな

るか、確実にそれはもう逆に当日が下がってるということでございまして、これは平成

１５年にこの期日前投票が始まりまして、確かにその近々では投票率がちょっと上がっ

たんですけど、だんだんだんだん投票率は、期日前は上がっても全体的な投票率は上が

らない。また、投票時間も従来は午後６時まででございましたのを公職選挙法の改正で

午後８時までということで、現在、本町としても公職選挙法どおり８時まで延ばして、

投票環境は非常にこう良くなったわけですけども、なかなか実質投票率は上がらない。

こういう現状ございます。先程事務局長も申し上げましたように、以前この議場でも期

日前投票は増やせないかということも質問ございまして、今までずっと選挙管理委員会

としても協議をしてるところでございます。地理的なものでやるのか、利便施設でやる

のか、そういうことも含めて今後検討させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 



金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

期日前投票所と共通投票所。こちらの方が商業施設とかに設置をされているというこ

とで、いろんな事例があるようですけれども、これに関しては投票所が増えることによ

って環境が整備されて行きやすい状況が生まれるという、それによって投票率の向上に

寄与するっていうふうにも考えられますので、住民の方が買い物ついでにということで、

それで利便性が上がると言う、高まると言うのであれば本当検討の中の１つにしっかり

と入れていただければというふうに思います。 

次に、主権者教育の件と若い方たちへの投票率の向上という点で併せてお聞きをした

いというふうに思いますが、最近の選挙における１８歳、１９歳、２０歳代、こちらの

方の投票率っていうのは、大体どういうふうな推移を示していますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

それでは推移ということでございますので、直近の３つの選挙で話をしたいと思いま

すが、まず、１番直近の長崎県議会議員選挙、これは１０代でお答えさせてください。

２８.１５％、その手前の長崎県議会議員選挙２８.４５％、衆議院議員総選挙４９.０

４％、次２０代、県議会議員選挙２３.４９％、県議、県知事選挙１７.１８％、衆議院

議員総選挙３３.９０％、以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

今の数字をお聞きして思うんですけれども、やはり１０代の投票率の方が高いという

のは、主権者教育を数年前から始められたその成果が少しでも出ているのではないかと

いうふうに思うんですけれども、この投票率を踏まえて、今後、主権者教育にどう繋げ

ていくのか。今回のこの投票率、町議会はありませんでしたけれども、それまでの投票

率の上がっている推移を見てどういうふうに分析をされているか、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

辻田選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（辻田壯太郎君） 

今申し上げた３つの選挙ですけども、１０代、要するに１８歳１９歳の投票率ですけ

ども、選挙ごとに下がっております。先程申し上げた平成２９年に実施した衆議院議員

選挙のときは４４.２４％、今回の県議会議員選挙につきましては２８.４５と。それも

１８歳と１９歳比較してみますと、やっぱり主権者教育を受けた１８歳が投票率高いわ

けでございます。しかし１９歳になりますと途端に落ち込んでいくと、これはどういう

ことかと言うと、主権者教育の持続性がないのかという問題もあろうかと思いますけど



も、やはりその１つの要因となってますのが、町内に住所を置いて県外に転出、例えば

大学に入学をして住所を置いたまま大学の方に通学をしてると。そういう人たちには選

挙権っていうのは地元しかございませんので、選挙のためにわざわざ帰ってこないとい

けない。そういうものがございまして、我々選挙の委員長会議の中でも、この問題はや

はり国として十分周知をしていただきたいと。やはり住民基本台帳法を遵守するという

ことでこの選挙権というのは与えられるわけでございますので、それのところも話をし

ているところでございます。とにかくこの主権者教育は、やっぱり小学校、中学校、高

校という形で行われてくるようになりました。この子ども達が将来大人になったときを

考えますと、やはりずっと続けていかなくちゃならないのかというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

総務省が平成２８年に地方議会議員に関する研究会というのを立ち上げました。こち

らの中で、選挙制度とか立候補を促進するその環境整備についてということで議論をさ

れたんですけれども、今回の無投票に関しまして、なり手不足など民主主義のその根幹

に関わる問題としてもう捉えなければいけないのかなというふうに思うんですね。ちょ

っと重いかなとは思うんですけれども、しかし、本町の将来のことを考えると、やはり

今のうちから色んな方策を考えておくというのは大事かなと思ってるんです。本町とし

ての主権者教育のあり方ですね、見直すきっかけになるのではないかというふうに思い

ます。平成３０年に東京都の狛江市という所で、全国初の主権者教育計画というのを策

定いたしました。御存じかと思いますけれども、これはやはりこれまで以上に充実させ

ていくっていう意味で策定をされたんでしょうけれども、こういうことを取り組んでも

いいのかな、良い事例ではないのかなというふうに思うんですけれども、今後を考えて

いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

すいません、私は計画の方を把握しておりませんでした。ちょっと今後、その辺を参

考にさせていただきながら研究をしてまいりたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

投票率にこだわるようですけれども、こちらの方はやはり私たち議会にとっても、そ

して、今後の行政に対しての意見を持つ若い人達が増える。そういう環境を整える面で

も重要な案件かというふうに思いますので、しっかりと課題を捉えていただきたいとい



うふうに思っております。では、次に環境への取組についてということでお聞きをいた

します。長与町一般廃棄物処理実施計画、こちらの燃やせるごみの処理件数っていうの

が前年比でどのくらいの減量を見込んだ数字になっているのかをお聞きしたいと思うん

ですが、今回、実施計画というのをたまたま私ホームページで見つけたんですけれども、

これに対して基本計画というのが実際にあるのか分からなかったので、その点も合わせ

てお聞きできればと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

議員御指摘の処理の実施計画っていうのは、長与町の基本計画を基に毎年計画を更新

しているものでございます。基本計画というのが５年に１回更新をしております。そう

いった中で、今御指摘の燃やせるごみの量ですが、実施計画書の中の全体の量について

は、昨年度比でプラス２６３トンの計画値を設定させていただいております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

プラスの２３６トンっていうことですか。実際に搬入された燃やせるごみが９,８０

０トンというところで、それに対する今年度の目標が６,６８９トンということではご

ざいますが、これは一応目標値ということで掲げたのかと思いますので、この辺りどの

ようにこの数字が出てきたのかなというふうにちょっと思うんですけれども。この燃や

せるごみに占めるその割合、生ごみの割合というのがある程度１番多いのかなというふ

うに思うんですけれども、私たちの住民レベルでどうにか減量すると言って協力ができ

るというのは、この生ごみの減量っていうところで協力ができるのかなというふうに思

うんですけれども、この減量できる重量と処理費用の金額の差がどれほどになるのかっ

ていうのは、実際に試算をされたことがありますか。もし分かれば分からなかったら結

構ですけど、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

生ごみの減量化というのはいろんな方法がございます。一般的にはキッチンのシンク

で水切りをする。水切りネットに入れてその上で絞って水分を流して減量化するとか、

あとは生ごみ処理機等々を使いまして乾燥化とか堆肥化するとかいう方法がございます。

あくまでも試算なんですけども、水切りを１０％できた場合１４０トンの削減ができま

す。金額にして約６１万円の処理費の減額が可能と試算をしております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 



○９番（金子恵議員） 

６１万円ですよね。大体生ゴミの水分というのは、その本体自体の６０％から７０％

と言われておりますので、仮に大匙３杯分の水切りを行ったとして、ちょっと細かい話

になるんですけど、１万６,０００世帯掛ける４５cc１匙、３杯ですから７２万ｃｃ。

要するに７２０キロの減量となるっていうふうに思うんですよね。これを１トン当たり

処理費用というのがあろうかと思いますので、０．７２に稼働日３００日を掛けると、

年間の削減費用っていうのが単純に考えて出てくるのかなと思って、ちょっと６１万円

は少ないかなと思ったんですけれども。現在、生ごみ３きり運動っていうのを聞かれた

ことがあると思うんですけれども、使いきり、食べきり、水きりというものなんですが、

このごみの減量化が言われる中でちょっとした心掛けでできるんですけれども、目標を

早期に達成するためにも、やはり住民の方にしっかりと周知をされるべきかなというふ

うに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

生ごみ３きり運動の啓発っていうのは、非常に重要なことであると認識しております。

ごみについては議員が御提案のとおり今３Ｒ運動ということを大きな基本として、分別

の徹底、それから分別後の適正な排出っていう啓発が非常に重要かと思っております。

その中で生ごみの３きり運動というのは重要な施策であると思います。他の自治体では

３０１０運動とか、食べきり協力店ですか、そういった施策をされているところも多々

あると思います。この点はちょっとうちの方は若干啓発が足りないのかなという点は反

省しているところであります。この辺は改善をしてそういった小さな心掛けから大きな

減量に繋げていくという観点で、啓発を積極的に進めてまいりたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

この水分が多いというのは、ごみ処理施設の維持っていうのにも関わってくることだ

というふうに思いますので、しっかりと啓発をお願いしたいというふうに思います。 

では、次に２番目に出しております不適正なごみの排出と不法投棄防止ということで、

この不法投棄防止に関しては山間部ですとか、そういう所に関しての不法投棄に関して、

過去に２、３度私質問させていただいたことはあるんですけれども、今回はごみステー

ションでの不法投棄ということで、ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。長

与町というのは環境行政と言いますか、リサイクルに関しても全国でも先進地であって、

他市町に比べて非常に優れているというふうに私は思っております。しかし、その一方

で一般廃棄物、家庭系のごみ、要するに燃やせるごみ、燃やせないごみ、そういうもの

の不法に排出しているというか、勝手にステーションに置いていくっていう事案がよく



見受けられるんですけれども、この辺りしっかりとその実態を把握されているのか、そ

れに対しての苦情というのはあっていないのか、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

まず苦情の方は、件数は把握しておりませんが、日々住民の方からごみが残っている

とか、カラスが散らかしてにおいが臭いとか、そのような苦情は非常にいただいている

状況でございます。それから対策については２９年度から皆さん御存じだと思うんです

けども、ステーションの方に違反ごみシールというのを貼って、そのままステーション

の方に置かせていただいております。これは住民の方への出し直しとか、正しい分別を

してくださいというふうなメッセージをチェックしながら置かせていただいて、住民の

皆さんに気づきをしていただくような強化をしておりまして、２８年度までが違反シー

ルが６,８００件ぐらいでした。２９年度が１万４,０００件、３０年度が１万８,５０

０件とだんだん業者の方も違反シールを張る方も厳しい体制では臨んでいただいてるん

ですけども、増えている状況でございます。このような中で私どももどうやったら違反

ごみと言いますか、そういったものを解消できるか、改善できるか、大変今苦慮してい

る状況で、所管の中でもいろいろと今協議をしている状況でございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

実はこの違反ごみがそのまま放置されていたりとか、このシールが貼られたごみの多

くは私が住んでるこの中心部近くのステーションがかなり大半を占めているのかなとい

うふうに思って、実はちょっと言うにも申し訳ないぐらい散らかってるんですね。数年

前までは自治会の役員ですとか、そういう者達で残ったごみを分別したりとかいうふう

なことはしておりました。しかし、あまりにも多過ぎて、そしてこれってやっぱり個人

個人のモラルだと思うんですよね。ですから、そこに訴えるってしてもなかなかその方

法が見つからないということで、現在は放置している状態なんですけれども、これ実際

に法的に問題がないのか、こちらの方はいかがでしょうか。不法投棄って言うと、実際

にはその１,０００万円以下の罰金刑または５年以下の懲役刑が課される恐れがあると

いうふうに、多分ですよ、程度があるのか、不法投棄をした場所によるのか分からない

んですけど、平成１５年度の通常国会で決まったんじゃなかったかなというふうに、ち

ょっと以前の資料を見つけきれなかったので、この程度の情報しかないんですけれども、

この辺り法的なものというのはいかがですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 



お答えいたします。不法投棄っていうのが分かりやすく言えば道路とか、河川とか、

空き地、それから私有地に不当に廃棄物を捨てるということで、今おっしゃられている

とおり廃棄物の処理及び清掃法の中で罰則が規定はされております。ステーション回収、

ステーションでの例えば産業廃棄物が大量に明らかに捨ててあったという場合は、不法

投棄に該当するのではないかなと考えてます。一般のごみについては、曜日を間違えら

れて出された場合とか、本来分別をして燃えるごみであれば燃えるごみだけをごみ袋に

入れて出さないといけないんですけども、違う缶を入れたりとか、電化製品が入ってい

たりとかいうのは、我々は違反ごみとして取り扱ってるんで、ステーションのそういっ

た程度の、程度っていろいろあると思うんですけども、その程度で不法投棄に該当する

とはちょっと考えていない状況です。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

分かりました。不法投棄っていうその範囲、中身だったり範囲だったりというふうに

は思いますけれども、道路上に散乱させるということに関しては、法で無理というので

あれば、本町には環境美化条例っていうのがありますけれども、これには罰則がないで

すよね。実際に罰則、例えば１,０００円くださいとか、２,０００円くださいとか、例

えば入っていたとしても実際に取ってるかどうか分からないけれども、他自治体ではし

っかりと罰則を規定している所もあります。１２条にごみの投棄の禁止等としてありま

すけれども、不法に投棄してはいけないと明確に示した条項っていうのが見当たらない

と言いますか、このごみの不法投棄そしてポイ捨て、所定場所に投棄した場合も含めて、

ここに罰則を設けてあるのであれば、条例に反することということで周知ができるのか

なというふうに思うんですよ。この美化条例をもう少し厳しいものにするという、そち

らの方での対応はいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

基本的な考え方は上位法である廃棄物の清掃及び処理の方で罰則規定がありますので、

明らかにそちらの方の違反行為があれば、当然罰則に該当すると思われるんで、敢えて

この美化条例の方で制定をする必要はないのではないかというふうに考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

上位法が適用されるということですので、この環境美化条例はそのままにしても上位

法をしっかりと適用していただいきたいと思いますが、でも実際に誰が捨てているか分

からないわけですよね。ちょっとどこか忘れましたけど、ステーションへの監視カメラ



の設置ということで、ちょっと話をさせていただきたいんですけれども、この監視カメ

ラの設置っていうのは、通りすがりの方によるごみ出しとか、ルール違反のごみが出さ

れていることに対して抑止効果があるのではないかということで、多分東京の多摩市だ

ったかな、そちら都会部ではありますけれども、実際に設置をしている所があります。

日本ではありませんので、これはもう全然事例にはならないんですけど、ただ聞いてて

いただきたいんですけど、上海とか香港では実際に監視カメラをつけてて、そこで分か

った顔写真をしっかりとそのごみステーション周辺に貼っておくという、そこまで厳し

いところもお国柄だったりとか、地域柄であったりするんでしょうけど、そういうこと

をしてる所もあります。そこまで金子さん言わなくてもいいんじゃないの、しなくても

いいんじゃないと思われるかもしれないんですけれども、実際にステーションが荒れて

いる状態を見ると、やはりこのくらい厳しくして欲しいというのが、まさに住民の声だ

というふうに思うんですね。町全域でどのくらいのステーションがあるかというのは、

ちょっと手元にはありませんけれども、その中でかなり荒れているステーションという

のは限られているというふうに思うんですよ。試験的にこの監視カメラを設置する。そ

してそれを抑止力として町全体で不法に投棄される方にモラルを考え、考え直してもら

うきっかけっていうか、そういうふうにできればいいのかなと。実はこれは住民の方か

ら自治会の総会のときに出された意見なんですね。これに関してちょっと急ではござい

ますけれども、何か御意見があったら、御提案ありましたら、お願いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

長与町内で現在ステーションの数が９７０か所あります。これは年々増加傾向であり

ます。大きな団地とか小さな団地、アパートが建築されれば当然増えていくということ

でございます。そういった中で議員御指摘のステーションに監視カメラの設置について

は、ほかの自治体の事例も私もちょっと幾つかは知ってるんですけども、監視カメラ自

体を可動式と言いますか、取り外しができるやつでずっとこう重点地域を回してるとか、

それからレンタルといいますか、期間で自治会とかそういうところの要望が多い地区に、

期間半年とか１年とか貸すとかいうふうな自治体もあると思います。ですから抑止効果

は私も当然あると思います。議員の地区のステーションは私も知ってますけども、ほう

きとちりとりをつけて抑止効果を図っておられるっていうのも分かっております。そう

いった中でちょっと私が今考えているのが、そういった現地の状況、特に１番話を聞く

のが銀行の所とか、そういった所の現地を今一度ちょっと見せていただいて、その中で

自治会の方々、それから周辺の方々の意見とかもいろいろ聞いて、夜間とか昼間とかど

ういう状況なのか、そういった情報を収集して、そういった中で先程の違反ごみの件も

含めてなんですが、検討をする話し合いって言いますか、そういったのを是非させてい

ただければと思います。そういった中で直接その周辺の方、自治会の方の御意見を聞き



ながら現場の状況を見て、何らかの新しい対策なりを講じていくように是非努力をさせ

ていただきたいと思います。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

このステーションの荒れた箇所っていうのは、もう１本奥にステーションを移動させ

ることができれば、これが解決したという斉藤の例もあるというふうに聞きました。監

視カメラと今、私簡単に言いましたけど、やはりプライバシー保護の観点からの問題と

いうのもしっかりとあろうかと思いますので、そちらも含めてできるのであれば、もう

今、監視カメラと言っても安価なものがあろうかと思うんです。センサー式だったりと

か、その人が通ったときだけ写すとか、例えば時間的にも何日分とか、上書きがされて

いくとか、いろんなものがあろうかと思うので、できればこの中心部に限らず端々にも

そういう所が、かえって端だから勝手に置いて行くっていうところもあるようですので、

そういうところをしっかり考えながら対応をしていただければというふうに思います。

ただ監視カメラ監視中という札をかけていただいてますけれども、それは効果がありま

せんでした。お伝えしておきます。 

では、食品ロスの件で伺いますけれども、先程３０１０運動のことを理事の方からも

おっしゃっていただいておりましたけれども、こちらの方、住民レベルでできる環境へ

の配慮っていうことから進めている所もありますし、京都市、ここは２０２０年までに

食品ロスの発生をピーク時から半減させるという目標まで作って、しっかりと家庭での

食材を無駄にしないという啓発を行っております。こちらの方もごみ減量に繋がります

し、そういうところでの取組というのもしっかりと行っていただきたいというふうに思

いますけれども、合わせてお願いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君）   

先程言いました３０１０運動というのは、松本市が多分１番初めだったと、ちょっと

私も聞いてたんですけども、ほかの自治体が先駆けだったかもしれませんが、もう１０

数年前から取り組んでおられる自治体もあるのが現実です。先程も申しましたとおり食

べきり協力店とか、その３０１０とか、持ち帰り運動とか、こういったのもうちも啓発

がちょっと甘いというのはもう私も認識しているところなので、是非関係の機関の方々

の御意見も参考にさせていただきながら、こういった啓発活動も積極的に進めていきた

いと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 



では最後にマイクロプラスチック問題に関しまして１つだけお伺いしたいと思います。

海に流れ出ているプラスチックごみというのは、斉藤の方に行っても確かに海際かなり

打ち上げられている状況が見受けられます。その反面、川から入っていくプラスチック

ごみもかなりあるというふうに思うんですね。利用量を減らすということで答弁の中に

もありましたけれども、そしてリサイクルに回す。これはもう確かに重要なことだとい

うふうに思いますけれども、少なくとも川に流出したこのプラごみを回収できれば少し

は少なくできるんじゃないかということで、削減とかリサイクルを促進するための取組

ということで、川ごみ、川にある今、実際のですね。そのごみを削減するための取組っ

ていうのが、川まつりのときの川掃除っていうのが年に１回ありますけれども、そのほ

かはちょっとお聞きしますが、川っていうのをシルバーとか、県になるんですか、町に

なるんですか、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

栗山住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

大きなイベントといたしましては、議員お話しのとおり、川まつりのときに自治会と

か、いろんなボランティアの方々で実施をさせていただいております。そのほかに町の

委託事業としましてシルバー人材センターの方できれいなまちづくり事業ということで、

日々道路、それから河川、その他諸々の清掃活動等を実施をしていただいております。

合わせて大村湾のマイクロプラスチック、海の問題ですが、今、大村湾沿岸の自治会の

方の有志とかボランティアの方が、お休みのときに沿岸のプラスチックごみとかその他

のごみとかも回収をしていただいているという状況でございます。私としても非常にあ

りがたい活動なんですが、そういった自主的な町民の方の活動もございますので、そう

いったものも一緒に、私どもも一層頑張っていくような取組を今後、食品ロス問題とか

今度法案が通りましたけども、そういったのも併せて進めてまいりたいと考えてます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで金子恵議員の一般質問を終わります。 

以上で、本日の日程は終了しました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

（散会 １６時３０分） 

 


